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第１章　　　総　　　則

第１　本資料の活用について

１　作成の基本的な考え方
　 　本資料は、学習指導要領に示された児童の資質・能力の育成を目指し、教育課程に基づく指導

と評価の一体化を図るものである。小学校学習指導要領（平成29年告示）、中央教育審議会初等
中等教育分科会教育課程部会報告「児童生徒の学習評価の在り方について」（平成31年１月21
日）、「埼玉県小学校教育課程編成要領」（平成30年3月）及び文部科学省初等中等教育局長通知
「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録等の
改善等について」（平成31年3月29日）を基に、次の考え方に立って作成した。

⑴　学力の重要な要素を示した学習指導要領等の趣旨の反映
⑵　児童の学習改善及び教師の指導改善につながる学習評価の在り方
２　取り上げた内容
　第１　本資料の活用について
　第２　学習指導と評価の基本的な考え方
　　　１　育成を目指す資質・能力の三つの柱について
　　　２　カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価について
　　　３　学習評価の課題と改善の基本方針について
　　　４　教科等横断的な視点で育成を目指すこととされた資質・能力の指導と評価について
　　　５　質の高い学校教育と学校における働き方改革の両立を目指した教育課程について
　　　６　学習評価の評定への総括例について
　第３　事例編
　　　１　地域とともにある学校を目指した教育課程の事例
　　　　 　地域人材や地域資源を生かした検証改善サイクルの事例である。学校運営協議会におい

て策定された「地域との共通目標」を軸にしたカリキュラム・マネジメントの具体例を示
している。

　　　２　確かな学力の育成を目指した教育課程の事例
　　　　 　埼玉県学力・学習状況調査（以下「県学調」という。）等を生かした検証改善サイクル

の事例である。県学調の分析・取組の明確化、教育課程への位置付け、共通理解の下での
実施、県学調による検証・分析の具体例を示している。

　　　３　豊かな心の育成を目指した教育課程の事例
　　　　 　望ましい人間関係の構築を軸とした検証改善サイクルの事例である。児童対象のアン

ケートや、教員・保護者・地域の方による評価を活用した取組の具体例を示している。
　　　４　幼児期の教育との円滑な接続を目指した事例
　　　　 　幼小の交流を基に把握した子供の姿と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を軸と

した検証改善サイクルの事例である。スタートカリキュラム改善の具体例を示している。
　　　５　特別な配慮を必要とするなど課題を抱えた児童への対応例
　　　　 　日本語指導教室の事例では、個別の指導計画に基づく取組の具体例を示している。不登

校児童対応の教育支援センターの事例では、関係機関との連携の具体例を示している。
　第４　資料編（P328～）
　　　１　「主体的・対話的で深い学び」の実現 ６則（P328参照）
　　　２　私の学校・学級ではこんな取組が効果的でした！　小学校版（P329参照）
　　　３　授業力自己診断シート（P330参照 )
　　　４　学習評価の在り方ハンドブック（小・中学校編） 
 文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター（P333参照 ) 
３　本資料の活用に当たって
⑴ 　本資料は「埼玉県小学校教育課程編成要領第二部総則編」を受け、編成事例を掲載している。

総則は、各教科等の指導及び評価のベースとなる考え方が示されていることから、事例を参考に、
学校の実態及び児童の心身の特性に則して創意工夫を加え、指導及び評価を実施されたい。

⑵ 　「埼玉県小学校教育課程編成要領」及び本資料を基に各学校でカリキュラム・マネジメントを
行うなど、学校全体で教育活動の質的向上を図られたい。

第２　学習指導と評価の基本的な考え方

１　育成を目指す資質・能力の三つの柱について
⑴　指導について

⑵　評価について
　ア　基本的な考え方
　　 　学習指導要領の目標及び内容が資質・能力

の三つの柱で再整理されたことを踏まえ、各
教科等における観点別学習状況の評価につい
ても右の３観点に整理された。

　イ　基本的な構造

「思考・判断・表現」 

各教科等の知識及

び技能を活用して

課題を解決する等

のために必要な思

考力，判断力，表

現力等を身に付け

ているかどうか評

価する。 

「知識・技能」 

各教科等における学習過程を通

した知識及び技能の習得状況に

ついて評価を行うとともに，そ

れらを既有の知識及び技能と関

連付けたり活用したりする中

で，他の学習や生活の場面でも

活用できる程度に概念等を理解

したり，技能を習得したりして

いるかについて評価する。 

第２ 学習指導と評価の基本的な考え方  
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⑵ 評価について 

 ア 基本的な考え方 

学習指導要領の目標及び内容が資質・能力

の三つの柱で再整理されたことを踏まえ、各

教科等における観点別学習状況の評価につい

ても右の３観点に整理された。 
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「主体的に学習に取り組む態度」 

知識及び技能を獲得したり，

思考力，判断力，表現力等を

身に付けたりするために，自

らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤

するなど自らの学習を調整

しながら，学ぼうとしている

かどうかという意志的な側

面を評価する。 

「感性、思いやりなど」 
個人内評価の対象になるもの

については，児童が学習してき

たことの意義や価値を実感で

きるよう，日々の教育活動の中

で児童に伝えることが重要で

ある。特に児童一人一人のよい

点や可能性，進歩の状況などを

積極的に評価し児童に伝える

ことが重要である。 

関心・意欲・態度 

思考・判断・表現 

技能 

知識・理解 

知識・技能 

思考・判断・表現 

主体的に学習に 

取り組む態度 

＜旧＞ ＜新＞ 

「知識及び技能」 

知識については，児童が

学習の過程を通して個別

の知識を学びながら，そ

うした新たな知識が既得

の知識及び技能と関連付

けられ，各教科等で扱う

主要な概念を深く理解

し，他の学習や生活の場

面でも活用できるような

確かな知識として習得さ

れるようにしていくこと

が重要となる。 

また，教科の特質に応じ

た学習過程を通して，知

識が個別の感じ方や考え

方等に応じ，生きて働く

概念として習得されるこ

とや，新たな学習過程を

経験することを通して更

新されていくことが重要

となる。 

「思考力、判断力、表現力等」 

「思考力，判断力，表現力等」とは，「知

識及び技能」を活用して課題を解決する

ために必要な力である。その過程につい

ては大きく分類して次の三つがあると考

えられる。 

・物事の中から問題を見いだし，その問

題を定義し解決の方向性を決定し，解

決方法を探して計画を立て，結果を予

測しながら実行し，振り返って次の問

題発見・解決につなげていく過程 

・精査した情報を基に自分の考えを形成

し，文章や発話によって表現したり，

目的や場面，状況等に応じて互いの考

えを適切に伝え合い，多様な考えを理

解したり，集団としての考えを形成し

たりしていく過程  

・思いや考えを基に構想し，意味や価値

を創造していく過程 

各教科等において求められる「思考力，

判断力，表現力等」を育成していく上で

は，こうした学習過程の違いに留意する

ことが重要である。 

「学びに向かう力，人間性等」 

児童一人一人がよりよい社会や幸福な人生

を切り拓いていくためには，主体的に学習に

取り組む態度も含めた学びに向かう力や，自

己の感情や行動を統制する力，よりよい生活

や人間関係を自主的に形成する態度等が必

要となる。これらは，自分の思考や行動を客

観的に把握し認識する，いわゆる「メタ認知」

に関わる力を含むものである。こうした力

は，社会や生活の中で児童が様々な困難に直

面する可能性を低くしたり，直面した困難へ

の対処方法を見いだしたりできるようにす

ることにつながる重要な力である。また，多

様性を尊重する態度や互いのよさを生かし

て協働する力，持続可能な社会づくりに向け

た態度，リーダーシップやチームワーク，感

性，優しさや思いやりなどの人間性等に関す

るものも幅広く含まれる。 

こうした情意や態度等を育んでいくために

は，これまでの豊かな実践を生かし，体験活

動を含めて，社会や世界との関わりの中で，

学んだことの意義を実感できるような学習

活動を充実させていくことが重要となる。 

「学びに向かう力，人間性

等」には，「主体的に学習に

取り組む態度」として観点別

評価を通じて見取ることが

できる部分と，「感性，思い

やりなど」のように，観点別

評価や評定にはなじまず，こ

うした評価では示しきれな

いことから個人内評価を通

じて見取る部分がある。 

「学びに向かう力，人間性
等」には，「主体的に学習に
取り組む態度」として観点
別評価を通じて見取ること
ができる部分と，「感性，思
いやりなど」のように，観点
別評価や評定にはなじまず，
こうした評価では示しきれな
いことから個人内評価を通じ
て見取る部分がある。

「思考・判断・表現」 

各教科等の知識及

び技能を活用して

課題を解決する等

のために必要な思

考力，判断力，表

現力等を身に付け

ているかどうか評

価する。 

「知識・技能」 

各教科等における学習過程を通

した知識及び技能の習得状況に

ついて評価を行うとともに，そ

れらを既有の知識及び技能と関

連付けたり活用したりする中

で，他の学習や生活の場面でも

活用できる程度に概念等を理解

したり，技能を習得したりして

いるかについて評価する。 

第２ 学習指導と評価の基本的な考え方  
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 ア 基本的な考え方 
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「主体的に学習に取り組む態度」 

知識及び技能を獲得したり，

思考力，判断力，表現力等を

身に付けたりするために，自

らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤

するなど自らの学習を調整

しながら，学ぼうとしている

かどうかという意志的な側

面を評価する。 

「感性、思いやりなど」 
個人内評価の対象になるもの

については，児童が学習してき

たことの意義や価値を実感で

きるよう，日々の教育活動の中

で児童に伝えることが重要で

ある。特に児童一人一人のよい
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知識については，児童が

学習の過程を通して個別

の知識を学びながら，そ
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けられ，各教科等で扱う
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面でも活用できるような
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また，教科の特質に応じ

た学習過程を通して，知

識が個別の感じ方や考え

方等に応じ，生きて働く

概念として習得されるこ

とや，新たな学習過程を

経験することを通して更

新されていくことが重要
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「思考力、判断力、表現力等」 

「思考力，判断力，表現力等」とは，「知

識及び技能」を活用して課題を解決する

ために必要な力である。その過程につい

ては大きく分類して次の三つがあると考

えられる。 

・物事の中から問題を見いだし，その問

題を定義し解決の方向性を決定し，解

決方法を探して計画を立て，結果を予

測しながら実行し，振り返って次の問

題発見・解決につなげていく過程 

・精査した情報を基に自分の考えを形成

し，文章や発話によって表現したり，

目的や場面，状況等に応じて互いの考

えを適切に伝え合い，多様な考えを理

解したり，集団としての考えを形成し

たりしていく過程  

・思いや考えを基に構想し，意味や価値
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各教科等において求められる「思考力，

判断力，表現力等」を育成していく上で

は，こうした学習過程の違いに留意する

ことが重要である。 

「学びに向かう力，人間性等」 

児童一人一人がよりよい社会や幸福な人生

を切り拓いていくためには，主体的に学習に

取り組む態度も含めた学びに向かう力や，自

己の感情や行動を統制する力，よりよい生活

や人間関係を自主的に形成する態度等が必

要となる。これらは，自分の思考や行動を客

観的に把握し認識する，いわゆる「メタ認知」

に関わる力を含むものである。こうした力

は，社会や生活の中で児童が様々な困難に直

面する可能性を低くしたり，直面した困難へ
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　　　　 　地域人材や地域資源を生かした検証改善サイクルの事例である。学校運営協議会におい

て策定された「地域との共通目標」を軸にしたカリキュラム・マネジメントの具体例を示
している。
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　　　３　授業力自己診断シート（P330参照 )
　　　４　学習評価の在り方ハンドブック（小・中学校編） 
 文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター（P333参照 ) 
３　本資料の活用に当たって
⑴ 　本資料は「埼玉県小学校教育課程編成要領第二部総則編」を受け、編成事例を掲載している。

総則は、各教科等の指導及び評価のベースとなる考え方が示されていることから、事例を参考に、
学校の実態及び児童の心身の特性に則して創意工夫を加え、指導及び評価を実施されたい。

⑵ 　「埼玉県小学校教育課程編成要領」及び本資料を基に各学校でカリキュラム・マネジメントを
行うなど、学校全体で教育活動の質的向上を図られたい。

第２　学習指導と評価の基本的な考え方

１　育成を目指す資質・能力の三つの柱について
⑴　指導について

⑵　評価について
　ア　基本的な考え方
　　 　学習指導要領の目標及び内容が資質・能力

の三つの柱で再整理されたことを踏まえ、各
教科等における観点別学習状況の評価につい
ても右の３観点に整理された。

　イ　基本的な構造

「思考・判断・表現」 

各教科等の知識及

び技能を活用して

課題を解決する等

のために必要な思

考力，判断力，表

現力等を身に付け

ているかどうか評

価する。 

「知識・技能」 

各教科等における学習過程を通

した知識及び技能の習得状況に

ついて評価を行うとともに，そ

れらを既有の知識及び技能と関

連付けたり活用したりする中

で，他の学習や生活の場面でも

活用できる程度に概念等を理解

したり，技能を習得したりして

いるかについて評価する。 
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「主体的に学習に取り組む態度」 

知識及び技能を獲得したり，

思考力，判断力，表現力等を

身に付けたりするために，自

らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤

するなど自らの学習を調整

しながら，学ぼうとしている

かどうかという意志的な側

面を評価する。 

「感性、思いやりなど」 
個人内評価の対象になるもの

については，児童が学習してき

たことの意義や価値を実感で

きるよう，日々の教育活動の中

で児童に伝えることが重要で

ある。特に児童一人一人のよい

点や可能性，進歩の状況などを

積極的に評価し児童に伝える

ことが重要である。 

関心・意欲・態度 

思考・判断・表現 

技能 

知識・理解 

知識・技能 

思考・判断・表現 

主体的に学習に 

取り組む態度 

＜旧＞ ＜新＞ 

「知識及び技能」 

知識については，児童が

学習の過程を通して個別

の知識を学びながら，そ

うした新たな知識が既得

の知識及び技能と関連付

けられ，各教科等で扱う

主要な概念を深く理解

し，他の学習や生活の場

面でも活用できるような

確かな知識として習得さ

れるようにしていくこと

が重要となる。 

また，教科の特質に応じ

た学習過程を通して，知

識が個別の感じ方や考え

方等に応じ，生きて働く

概念として習得されるこ

とや，新たな学習過程を

経験することを通して更

新されていくことが重要

となる。 

「思考力、判断力、表現力等」 

「思考力，判断力，表現力等」とは，「知

識及び技能」を活用して課題を解決する

ために必要な力である。その過程につい

ては大きく分類して次の三つがあると考

えられる。 

・物事の中から問題を見いだし，その問

題を定義し解決の方向性を決定し，解

決方法を探して計画を立て，結果を予

測しながら実行し，振り返って次の問

題発見・解決につなげていく過程 

・精査した情報を基に自分の考えを形成

し，文章や発話によって表現したり，

目的や場面，状況等に応じて互いの考

えを適切に伝え合い，多様な考えを理

解したり，集団としての考えを形成し

たりしていく過程  

・思いや考えを基に構想し，意味や価値

を創造していく過程 

各教科等において求められる「思考力，

判断力，表現力等」を育成していく上で

は，こうした学習過程の違いに留意する

ことが重要である。 

「学びに向かう力，人間性等」 

児童一人一人がよりよい社会や幸福な人生

を切り拓いていくためには，主体的に学習に

取り組む態度も含めた学びに向かう力や，自

己の感情や行動を統制する力，よりよい生活

や人間関係を自主的に形成する態度等が必

要となる。これらは，自分の思考や行動を客

観的に把握し認識する，いわゆる「メタ認知」

に関わる力を含むものである。こうした力

は，社会や生活の中で児童が様々な困難に直

面する可能性を低くしたり，直面した困難へ

の対処方法を見いだしたりできるようにす

ることにつながる重要な力である。また，多

様性を尊重する態度や互いのよさを生かし

て協働する力，持続可能な社会づくりに向け

た態度，リーダーシップやチームワーク，感

性，優しさや思いやりなどの人間性等に関す

るものも幅広く含まれる。 

こうした情意や態度等を育んでいくために

は，これまでの豊かな実践を生かし，体験活

動を含めて，社会や世界との関わりの中で，

学んだことの意義を実感できるような学習

活動を充実させていくことが重要となる。 

「学びに向かう力，人間性

等」には，「主体的に学習に

取り組む態度」として観点別

評価を通じて見取ることが

できる部分と，「感性，思い

やりなど」のように，観点別

評価や評定にはなじまず，こ

うした評価では示しきれな

いことから個人内評価を通

じて見取る部分がある。 

「学びに向かう力，人間性
等」には，「主体的に学習に
取り組む態度」として観点
別評価を通じて見取ること
ができる部分と，「感性，思
いやりなど」のように，観点
別評価や評定にはなじまず，
こうした評価では示しきれな
いことから個人内評価を通じ
て見取る部分がある。
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各教科等における学習過程を通

した知識及び技能の習得状況に

ついて評価を行うとともに，そ

れらを既有の知識及び技能と関

連付けたり活用したりする中

で，他の学習や生活の場面でも

活用できる程度に概念等を理解

したり，技能を習得したりして

いるかについて評価する。 
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「主体的に学習に取り組む態度」 

知識及び技能を獲得したり，

思考力，判断力，表現力等を

身に付けたりするために，自

らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤

するなど自らの学習を調整

しながら，学ぼうとしている

かどうかという意志的な側

面を評価する。 

「感性、思いやりなど」 
個人内評価の対象になるもの

については，児童が学習してき

たことの意義や価値を実感で

きるよう，日々の教育活動の中

で児童に伝えることが重要で

ある。特に児童一人一人のよい

点や可能性，進歩の状況などを
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「知識及び技能」 

知識については，児童が

学習の過程を通して個別

の知識を学びながら，そ

うした新たな知識が既得

の知識及び技能と関連付

けられ，各教科等で扱う

主要な概念を深く理解

し，他の学習や生活の場

面でも活用できるような

確かな知識として習得さ

れるようにしていくこと

が重要となる。 

また，教科の特質に応じ

た学習過程を通して，知

識が個別の感じ方や考え

方等に応じ，生きて働く

概念として習得されるこ

とや，新たな学習過程を

経験することを通して更

新されていくことが重要

となる。 

「思考力、判断力、表現力等」 

「思考力，判断力，表現力等」とは，「知

識及び技能」を活用して課題を解決する

ために必要な力である。その過程につい

ては大きく分類して次の三つがあると考

えられる。 

・物事の中から問題を見いだし，その問

題を定義し解決の方向性を決定し，解

決方法を探して計画を立て，結果を予

測しながら実行し，振り返って次の問

題発見・解決につなげていく過程 

・精査した情報を基に自分の考えを形成

し，文章や発話によって表現したり，

目的や場面，状況等に応じて互いの考

えを適切に伝え合い，多様な考えを理

解したり，集団としての考えを形成し

たりしていく過程  

・思いや考えを基に構想し，意味や価値

を創造していく過程 

各教科等において求められる「思考力，

判断力，表現力等」を育成していく上で

は，こうした学習過程の違いに留意する

ことが重要である。 

「学びに向かう力，人間性等」 

児童一人一人がよりよい社会や幸福な人生

を切り拓いていくためには，主体的に学習に

取り組む態度も含めた学びに向かう力や，自

己の感情や行動を統制する力，よりよい生活

や人間関係を自主的に形成する態度等が必

要となる。これらは，自分の思考や行動を客

観的に把握し認識する，いわゆる「メタ認知」

に関わる力を含むものである。こうした力

は，社会や生活の中で児童が様々な困難に直

面する可能性を低くしたり，直面した困難へ

の対処方法を見いだしたりできるようにす

ることにつながる重要な力である。また，多

様性を尊重する態度や互いのよさを生かし

て協働する力，持続可能な社会づくりに向け

た態度，リーダーシップやチームワーク，感

性，優しさや思いやりなどの人間性等に関す

るものも幅広く含まれる。 

こうした情意や態度等を育んでいくために

は，これまでの豊かな実践を生かし，体験活

動を含めて，社会や世界との関わりの中で，

学んだことの意義を実感できるような学習

活動を充実させていくことが重要となる。 

「学びに向かう力，人間性

等」には，「主体的に学習に

取り組む態度」として観点別

評価を通じて見取ることが

できる部分と，「感性，思い

やりなど」のように，観点別

評価や評定にはなじまず，こ

うした評価では示しきれな

いことから個人内評価を通

じて見取る部分がある。 
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知識及び技能を獲得したり，

思考力，判断力，表現力等を

身に付けたりするために，自

らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤

するなど自らの学習を調整

しながら，学ぼうとしている

かどうかという意志的な側
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し，他の学習や生活の場
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れるようにしていくこと
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また，教科の特質に応じ

た学習過程を通して，知

識が個別の感じ方や考え

方等に応じ，生きて働く

概念として習得されるこ

とや，新たな学習過程を
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となる。 
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「思考力，判断力，表現力等」とは，「知

識及び技能」を活用して課題を解決する

ために必要な力である。その過程につい
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解したり，集団としての考えを形成し

たりしていく過程  
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を創造していく過程 

各教科等において求められる「思考力，

判断力，表現力等」を育成していく上で

は，こうした学習過程の違いに留意する

ことが重要である。 
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児童一人一人がよりよい社会や幸福な人生

を切り拓いていくためには，主体的に学習に

取り組む態度も含めた学びに向かう力や，自

己の感情や行動を統制する力，よりよい生活

や人間関係を自主的に形成する態度等が必

要となる。これらは，自分の思考や行動を客
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に関わる力を含むものである。こうした力
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面する可能性を低くしたり，直面した困難へ
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るものも幅広く含まれる。 

こうした情意や態度等を育んでいくために

は，これまでの豊かな実践を生かし，体験活

動を含めて，社会や世界との関わりの中で，

学んだことの意義を実感できるような学習

活動を充実させていくことが重要となる。 

「学びに向かう力，人間性

等」には，「主体的に学習に

取り組む態度」として観点別

評価を通じて見取ることが

できる部分と，「感性，思い

やりなど」のように，観点別

評価や評定にはなじまず，こ

うした評価では示しきれな

いことから個人内評価を通

じて見取る部分がある。 

「学びに向かう力，人間性
等」には，「主体的に学習に
取り組む態度」として観点
別評価を通じて見取ること
ができる部分と，「感性，思
いやりなど」のように，観点
別評価や評定にはなじまず，
こうした評価では示しきれな
いことから個人内評価を通じ
て見取る部分がある。

「思考・判断・表現」 

各教科等の知識及

び技能を活用して

課題を解決する等

のために必要な思

考力，判断力，表

現力等を身に付け

ているかどうか評

価する。 

「知識・技能」 

各教科等における学習過程を通

した知識及び技能の習得状況に

ついて評価を行うとともに，そ

れらを既有の知識及び技能と関

連付けたり活用したりする中

で，他の学習や生活の場面でも

活用できる程度に概念等を理解

したり，技能を習得したりして

いるかについて評価する。 

第２ 学習指導と評価の基本的な考え方  

 

１ 育成を目指す資質・能力の三つの柱について 
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⑵ 評価について 

 ア 基本的な考え方 

学習指導要領の目標及び内容が資質・能力

の三つの柱で再整理されたことを踏まえ、各

教科等における観点別学習状況の評価につい

ても右の３観点に整理された。 

 イ 基本的な構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主体的に学習に取り組む態度」 

知識及び技能を獲得したり，

思考力，判断力，表現力等を

身に付けたりするために，自

らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤

するなど自らの学習を調整

しながら，学ぼうとしている

かどうかという意志的な側

面を評価する。 

「感性、思いやりなど」 
個人内評価の対象になるもの

については，児童が学習してき

たことの意義や価値を実感で

きるよう，日々の教育活動の中

で児童に伝えることが重要で

ある。特に児童一人一人のよい

点や可能性，進歩の状況などを

積極的に評価し児童に伝える

ことが重要である。 

関心・意欲・態度 

思考・判断・表現 

技能 

知識・理解 

知識・技能 

思考・判断・表現 

主体的に学習に 

取り組む態度 

＜旧＞ ＜新＞ 

「知識及び技能」 

知識については，児童が

学習の過程を通して個別

の知識を学びながら，そ

うした新たな知識が既得

の知識及び技能と関連付

けられ，各教科等で扱う

主要な概念を深く理解

し，他の学習や生活の場

面でも活用できるような

確かな知識として習得さ

れるようにしていくこと

が重要となる。 

また，教科の特質に応じ

た学習過程を通して，知

識が個別の感じ方や考え

方等に応じ，生きて働く

概念として習得されるこ

とや，新たな学習過程を

経験することを通して更

新されていくことが重要

となる。 

「思考力、判断力、表現力等」 

「思考力，判断力，表現力等」とは，「知

識及び技能」を活用して課題を解決する

ために必要な力である。その過程につい

ては大きく分類して次の三つがあると考

えられる。 

・物事の中から問題を見いだし，その問

題を定義し解決の方向性を決定し，解

決方法を探して計画を立て，結果を予

測しながら実行し，振り返って次の問

題発見・解決につなげていく過程 

・精査した情報を基に自分の考えを形成

し，文章や発話によって表現したり，

目的や場面，状況等に応じて互いの考

えを適切に伝え合い，多様な考えを理

解したり，集団としての考えを形成し

たりしていく過程  

・思いや考えを基に構想し，意味や価値

を創造していく過程 

各教科等において求められる「思考力，

判断力，表現力等」を育成していく上で

は，こうした学習過程の違いに留意する

ことが重要である。 

「学びに向かう力，人間性等」 

児童一人一人がよりよい社会や幸福な人生

を切り拓いていくためには，主体的に学習に

取り組む態度も含めた学びに向かう力や，自

己の感情や行動を統制する力，よりよい生活

や人間関係を自主的に形成する態度等が必

要となる。これらは，自分の思考や行動を客

観的に把握し認識する，いわゆる「メタ認知」

に関わる力を含むものである。こうした力

は，社会や生活の中で児童が様々な困難に直

面する可能性を低くしたり，直面した困難へ

の対処方法を見いだしたりできるようにす

ることにつながる重要な力である。また，多

様性を尊重する態度や互いのよさを生かし

て協働する力，持続可能な社会づくりに向け

た態度，リーダーシップやチームワーク，感

性，優しさや思いやりなどの人間性等に関す

るものも幅広く含まれる。 

こうした情意や態度等を育んでいくために

は，これまでの豊かな実践を生かし，体験活

動を含めて，社会や世界との関わりの中で，

学んだことの意義を実感できるような学習

活動を充実させていくことが重要となる。 

「学びに向かう力，人間性

等」には，「主体的に学習に

取り組む態度」として観点別

評価を通じて見取ることが

できる部分と，「感性，思い

やりなど」のように，観点別

評価や評定にはなじまず，こ

うした評価では示しきれな

いことから個人内評価を通

じて見取る部分がある。 

「知識及び技能」
知識については，児童が
学習の過程を通して個
別の知識を学びながら，
そうした新たな知識が既
得の知識及び技能と関
連付けられ，各教科等で
扱う主要な概念を深く理
解し，他の学習や生活の
場面でも活用できるよう
な確かな知識として習得
されるようにしていくこ
とが重要となる。
また，教科の特質に応じ
た学習過程を通して，知
識が個別の感じ方や考え
方等に応じ，生きて働く
概念として習得されるこ
とや，新たな学習過程を
経験することを通して更
新されていくことが重要
となる。

「思考力、判断力、表現力等」
「思考力，判断力，表現力等」とは，「知
識及び技能」を活用して課題を解決する
ために必要な力である。その過程につい
ては大きく分類して次の三つがあると考
えられる。
・ 物事の中から問題を見いだし，その問

題を定義し解決の方向性を決定し，解
決方法を探して計画を立て，結果を予
測しながら実行し，振り返って次の問
題発見・解決につなげていく過程

・ 精査した情報を基に自分の考えを形成
し，文章や発話によって表現したり，
目的や場面，状況等に応じて互いの考
えを適切に伝え合い，多様な考えを理
解したり，集団としての考えを形成し
たりしていく過程 

・ 思いや考えを基に構想し，意味や価値
を創造していく過程

各教科等において求められる「思考力，
判断力，表現力等」を育成していく上で
は，こうした学習過程の違いに留意する
ことが重要である。

「学びに向かう力，人間性等」
児童一人一人がよりよい社会や幸福な人生
を切り拓いていくためには，主体的に学習に
取り組む態度も含めた学びに向かう力や，
自己の感情や行動を統制する力，よりよい
生活や人間関係を自主的に形成する態度等
が必要となる。これらは，自分の思考や行
動を客観的に把握し認識する，いわゆる
「メタ認知」に関わる力を含むものである。
こうした力は，社会や生活の中で児童が
様々な困難に直面する可能性を低くしたり，
直面した困難への対処方法を見いだしたり
できるようにすることにつながる重要な力で
ある。また，多様性を尊重する態度や互い
のよさを生かして協働する力，持続可能な
社会づくりに向けた態度，リーダーシップや
チームワーク，感性，優しさや思いやりなど
の人間性等に関するものも幅広く含まれる。
こうした情意や態度等を育んでいくためには，
これまでの豊かな実践を生かし，体験活動
を含めて，社会や世界との関わりの中で，
学んだことの意義を実感できるような学習活
動を充実させていくことが重要となる。

「知識・技能」
各教科等における学習過程を通
した知識及び技能の習得状況に
ついて評価を行うとともに，そ
れらを既有の知識及び技能と関
連付けたり活用したりする中で，
他の学習や生活の場面でも活用
できる程度に概念等を理解した
り，技能を習得したりしている
かについて評価する。

「思考・判断・表現」
各教科等の知識及
び技能を活用して
課題を解決する等
のために必要な思
考力，判断力，表
現力等を身に付け
ているかどうか評
価する。

「主体的に学習に取り組む態度」
知識及び技能を獲得したり，
思考力，判断力，表現力等
を身に付けたりするために，
自らの学習状況を把握し，学
習の進め方について試行錯
誤するなど自らの学習を調整
しながら，学ぼうとしている
かどうかという意志的な側面
を評価する。

「感性，思いやりなど」
個人内評価の対象になるもの
については，児童が学習して
きたことの意義や価値を実感
できるよう，日々の教育活動の
中で児童に伝えることが重要
である。特に児童一人一人の
よい点や可能性，進歩の状況
などを積極的に評価し児童に
伝えることが重要である。
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　ウ　具体的な評価の方法　　　　　　　　　

　　「主体的に学習に取り組む態度」の評価については、
　次の二つの側面を評価することとした。
　①粘り強い取組を行おうとする側面
　 　各教科等の観点の趣旨に照らし、知識及び技能を獲得

したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりする
ことに向けた中で粘り強く行おうとする側面。

　②自らの学習を調整しようとする側面
　 　①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しよ

うとする側面。
　 　これら①②の姿は実際の教科等の学びの中で別々に現

れるものではなく、相互に関わり合いながら立ち現れるものと考えられる。例えば、自らの学習
を全く把握せず、進め方について試行錯誤などを全くせずに粘り強く取り組んだり、粘り強く取
り組めていないのに自らの学習をしっかりと調整できたりという姿は一般的に考えられる姿では
ない。また、学習初期ではなく、学習が進行するにつれて多く見受けられるようになることが想
定される。

２　カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価について
⑴　カリキュラム・マネジメントの充実と三つの側面
　 　カリキュラム・マネジメントは学校教育に関わる様々な取組を、教育課程を中心に据えながら

組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげていくことであり、その充実が求めら
れている。カリキュラム・マネジメントには以下の三つの側面がある。

　①教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと。
　②教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと。
　③教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと。
⑵ 　「学習指導」と「学

習評価」のサイクル
　 　各学校における教

育活動の多くは、学
習指導要領等に従い
児童や地域の実態を
踏まえて編成された
教育課程の下、指導
計画に基づく授業
（「学習指導」）とし
て展開される。各学
校では、児童の学習
状況を評価し、その
結果を児童の学習や
教師による指導の改

「知識・技能」
ペーパーテストにおいて，事実的な知識
の習得を問う問題と，知識の概念的な理
解を問う問題とのバランスに配慮するな
どの工夫改善を図る等が考えられる。ま
た，児童が文章による説明をしたり，各
教科等の内容の特質に応じて，観察・実
験をしたり，式やグラフで表現したりす
るなど実際に知識や技能を用いる場面を
設けるなど，多様な方法を適切に取り入
れていくこと等も考えられる。

「思考・判断・表現」
ペーパーテストのみなら
ず，論述やレポートの作
成，発表，グループや学
級における話合い，作品
の制作や表現等の多様な
活動を取り入れたり，そ
れらを集めたポートフォリ
オを活用したりするなど
評価方法を工夫すること
が考えられる。

「主体的に学習に取り組む態度」
ノートやレポート等における記述，授業中
の発言，教師による行動観察や，児童によ
る自己評価や相互評価等の状況を教師が
評価を行う際に考慮する材料の一つとして
用いることなどが考えられる。その際，各
教科等の特質に応じて，児童の発達の段
階や一人一人の個性を十分に考慮しなが
ら，「知識・技能」や「思考・判断・表
現」の観点の状況を踏まえた上で，評価
を行う必要がある。

「思考・判断・表現」 

ペーパーテストのみなら

ず，論述やレポートの作

成，発表，グループや学級

における話合い，作品の制

作や表現等の多様な活動

を取り入れたり，それらを

集めたポートフォリオを

活用したりするなど評価

方法を工夫することが考

えられる。 

 ウ 具体的な評価の方法          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「主体的に学習に取り組む態度」の評価については、 
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 ことに向けた中で粘り強く行う側面のこと。 

 ②自らの学習を調整しようとする側面 

  自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行 

 錯誤するなどの意志的な側面のこと。  

これら①②の姿は実際の教科等の学びの中で別々に現 
れるものではなく、相互に関わり合いながら立ち現れるものと考えられる。例えば、自らの学習
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 各学校における教
育活動の多くは、学
習指導要領等に従い
児童や地域の実態を
踏まえて編成された
教育課程の下、指導
計画に基づく授業
（「学習指導」）とし
て展開される。各学
校では、児童の学習
状況を評価し、その
結果を児童の学習や
教師による指導の改
善や教育課程の改善
等に生かしており、
学校全体として組織
的かつ計画的に教育 

「知識・技能」 

ペーパーテストにおいて，事実的な知識

の習得を問う問題と，知識の概念的な理

解を問う問題とのバランスに配慮する

などの工夫改善を図る等が考えられる。

また，児童が文章による説明をしたり，

各教科等の内容の特質に応じて，観察・

実験をしたり，式やグラフで表現したり

するなど実際に知識や技能を用いる場

面を設けるなど，多様な方法を適切に取

り入れていくこと等も考えられる。 

「主体的に学習に取り組む態度」 

ノートやレポート等における記述，授業中

の発言，教師による行動観察や，児童によ

る自己評価や相互評価等の状況を教師が

評価を行う際に考慮する材料の一つとし

て用いることなどが考えられる。その際，

各教科等の特質に応じて，児童の発達の段

階や一人一人の個性を十分に考慮しなが

ら，「知識・技能」や「思考・判断・表現」

の観点の状況を踏まえた上で，評価を行う

必要がある。 

各学校における教育活動 

Plan 

Do 

Check 

Action 

学校全体として

組織的かつ計画

的に教育活動の

質の向上を図る。 

評価結果を以下のような改善に生かす 
・児童の学習の改善 
・教師による指導の改善 
・学校全体としての教育課程の改善 
・校務分掌を含めた組織運営等の改善 

学習指導要領等に従い、児童や地域 

の実態を踏まえた編成をする。 

教育課程の下で各種指導計画を作成 

各種指導計画に基づく授

業（「学習指導」）を展開 

日々の授業の下で 

児童の学習状況を評価 

「思考・判断・表現」 

ペーパーテストのみなら

ず，論述やレポートの作

成，発表，グループや学級

における話合い，作品の制

作や表現等の多様な活動

を取り入れたり，それらを

集めたポートフォリオを

活用したりするなど評価

方法を工夫することが考

えられる。 

 ウ 具体的な評価の方法          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「主体的に学習に取り組む態度」の評価については、 

 次の二つの側面を評価することとした。 

 ①粘り強い取組を行おうとする側面 

  各教科等の観点の趣旨に照らし、知識及び技能を獲得 

 したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりする 

 ことに向けた中で粘り強く行う側面のこと。 

 ②自らの学習を調整しようとする側面 

  自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行 

 錯誤するなどの意志的な側面のこと。  

これら①②の姿は実際の教科等の学びの中で別々に現 
れるものではなく、相互に関わり合いながら立ち現れるものと考えられる。例えば、自らの学習

を全く把握せず、進め方について試行錯誤などを全くせずに粘り強く取り組んだり、粘り強く取

り組めていないのに自らの学習をしっかりと調整できたりという姿は一般的に考えられる姿で

はない。また、学習初期ではなく、学習が進行するにつれて多く見受けられるようになることが

想定される。 
２ カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価について 

⑴ カリキュラム・マネジメントの充実と三つの側面 

 カリキュラム・マネジメントは学校教育に関わる様々な取組を、教育課程を中心に据えながら

組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげていくことであり、その充実が求めら

れている。カリキュラム・マネジメントには以下の三つの側面がある。 

①教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科横断的な視点で組み立てていくこと。 

②教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと。 

③教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと。 

⑵ 「学習指導」と「学習評価」のサイクル 

   

 

 

 

 

 

 

 

 各学校における教
育活動の多くは、学
習指導要領等に従い
児童や地域の実態を
踏まえて編成された
教育課程の下、指導
計画に基づく授業
（「学習指導」）とし
て展開される。各学
校では、児童の学習
状況を評価し、その
結果を児童の学習や
教師による指導の改
善や教育課程の改善
等に生かしており、
学校全体として組織
的かつ計画的に教育 

「知識・技能」 

ペーパーテストにおいて，事実的な知識

の習得を問う問題と，知識の概念的な理

解を問う問題とのバランスに配慮する

などの工夫改善を図る等が考えられる。

また，児童が文章による説明をしたり，

各教科等の内容の特質に応じて，観察・

実験をしたり，式やグラフで表現したり

するなど実際に知識や技能を用いる場

面を設けるなど，多様な方法を適切に取

り入れていくこと等も考えられる。 

「主体的に学習に取り組む態度」 

ノートやレポート等における記述，授業中

の発言，教師による行動観察や，児童によ

る自己評価や相互評価等の状況を教師が

評価を行う際に考慮する材料の一つとし

て用いることなどが考えられる。その際，

各教科等の特質に応じて，児童の発達の段

階や一人一人の個性を十分に考慮しなが

ら，「知識・技能」や「思考・判断・表現」

の観点の状況を踏まえた上で，評価を行う

必要がある。 
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組織的かつ計画

的に教育活動の

質の向上を図る。 
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・教師による指導の改善 
・学校全体としての教育課程の改善 
・校務分掌を含めた組織運営等の改善 

学習指導要領等に従い、児童や地域 

の実態を踏まえた編成をする。 

教育課程の下で各種指導計画を作成 

各種指導計画に基づく授

業（「学習指導」）を展開 

日々の授業の下で 
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　ウ　具体的な評価の方法　　　　　　　　　

　　「主体的に学習に取り組む態度」の評価については、
　次の二つの側面を評価することとした。
　①粘り強い取組を行おうとする側面
　 　各教科等の観点の趣旨に照らし、知識及び技能を獲得

したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりする
ことに向けた中で粘り強く行おうとする側面。

　②自らの学習を調整しようとする側面
　 　①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しよ

うとする側面。
　 　これら①②の姿は実際の教科等の学びの中で別々に現

れるものではなく、相互に関わり合いながら立ち現れるものと考えられる。例えば、自らの学習
を全く把握せず、進め方について試行錯誤などを全くせずに粘り強く取り組んだり、粘り強く取
り組めていないのに自らの学習をしっかりと調整できたりという姿は一般的に考えられる姿では
ない。また、学習初期ではなく、学習が進行するにつれて多く見受けられるようになることが想
定される。

２　カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価について
⑴　カリキュラム・マネジメントの充実と三つの側面
　 　カリキュラム・マネジメントは学校教育に関わる様々な取組を、教育課程を中心に据えながら

組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげていくことであり、その充実が求めら
れている。カリキュラム・マネジメントには以下の三つの側面がある。

　①教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと。
　②教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと。
　③教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと。
⑵ 　「学習指導」と「学

習評価」のサイクル
　 　各学校における教

育活動の多くは、学
習指導要領等に従い
児童や地域の実態を
踏まえて編成された
教育課程の下、指導
計画に基づく授業
（「学習指導」）とし
て展開される。各学
校では、児童の学習
状況を評価し、その
結果を児童の学習や
教師による指導の改

「知識・技能」
ペーパーテストにおいて，事実的な知識
の習得を問う問題と，知識の概念的な理
解を問う問題とのバランスに配慮するな
どの工夫改善を図る等が考えられる。ま
た，児童が文章による説明をしたり，各
教科等の内容の特質に応じて，観察・実
験をしたり，式やグラフで表現したりす
るなど実際に知識や技能を用いる場面を
設けるなど，多様な方法を適切に取り入
れていくこと等も考えられる。

「思考・判断・表現」
ペーパーテストのみなら
ず，論述やレポートの作
成，発表，グループや学
級における話合い，作品
の制作や表現等の多様な
活動を取り入れたり，そ
れらを集めたポートフォリ
オを活用したりするなど
評価方法を工夫すること
が考えられる。

「主体的に学習に取り組む態度」
ノートやレポート等における記述，授業中
の発言，教師による行動観察や，児童によ
る自己評価や相互評価等の状況を教師が
評価を行う際に考慮する材料の一つとして
用いることなどが考えられる。その際，各
教科等の特質に応じて，児童の発達の段
階や一人一人の個性を十分に考慮しなが
ら，「知識・技能」や「思考・判断・表
現」の観点の状況を踏まえた上で，評価
を行う必要がある。

「思考・判断・表現」 
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作や表現等の多様な活動

を取り入れたり，それらを

集めたポートフォリオを

活用したりするなど評価

方法を工夫することが考

えられる。 
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  「主体的に学習に取り組む態度」の評価については、 

 次の二つの側面を評価することとした。 

 ①粘り強い取組を行おうとする側面 

  各教科等の観点の趣旨に照らし、知識及び技能を獲得 

 したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりする 

 ことに向けた中で粘り強く行う側面のこと。 

 ②自らの学習を調整しようとする側面 

  自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行 

 錯誤するなどの意志的な側面のこと。  

これら①②の姿は実際の教科等の学びの中で別々に現 
れるものではなく、相互に関わり合いながら立ち現れるものと考えられる。例えば、自らの学習

を全く把握せず、進め方について試行錯誤などを全くせずに粘り強く取り組んだり、粘り強く取

り組めていないのに自らの学習をしっかりと調整できたりという姿は一般的に考えられる姿で

はない。また、学習初期ではなく、学習が進行するにつれて多く見受けられるようになることが

想定される。 
２ カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価について 

⑴ カリキュラム・マネジメントの充実と三つの側面 

 カリキュラム・マネジメントは学校教育に関わる様々な取組を、教育課程を中心に据えながら

組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげていくことであり、その充実が求めら

れている。カリキュラム・マネジメントには以下の三つの側面がある。 

①教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科横断的な視点で組み立てていくこと。 

②教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと。 

③教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと。 

⑵ 「学習指導」と「学習評価」のサイクル 

   

 

 

 

 

 

 

 

 各学校における教
育活動の多くは、学
習指導要領等に従い
児童や地域の実態を
踏まえて編成された
教育課程の下、指導
計画に基づく授業
（「学習指導」）とし
て展開される。各学
校では、児童の学習
状況を評価し、その
結果を児童の学習や
教師による指導の改
善や教育課程の改善
等に生かしており、
学校全体として組織
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「主体的に学習に取り組む態度」 

ノートやレポート等における記述，授業中

の発言，教師による行動観察や，児童によ

る自己評価や相互評価等の状況を教師が

評価を行う際に考慮する材料の一つとし

て用いることなどが考えられる。その際，

各教科等の特質に応じて，児童の発達の段

階や一人一人の個性を十分に考慮しなが

ら，「知識・技能」や「思考・判断・表現」

の観点の状況を踏まえた上で，評価を行う

必要がある。 

各学校における教育活動 

Plan 

Do 

Check 

Action 

学校全体として

組織的かつ計画
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教育課程の下で各種指導計画を作成 

各種指導計画に基づく授
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  各教科等の観点の趣旨に照らし、知識及び技能を獲得 
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れるものではなく、相互に関わり合いながら立ち現れるものと考えられる。例えば、自らの学習

を全く把握せず、進め方について試行錯誤などを全くせずに粘り強く取り組んだり、粘り強く取

り組めていないのに自らの学習をしっかりと調整できたりという姿は一般的に考えられる姿で

はない。また、学習初期ではなく、学習が進行するにつれて多く見受けられるようになることが

想定される。 
２ カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価について 

⑴ カリキュラム・マネジメントの充実と三つの側面 

 カリキュラム・マネジメントは学校教育に関わる様々な取組を、教育課程を中心に据えながら

組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげていくことであり、その充実が求めら
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するなど実際に知識や技能を用いる場

面を設けるなど，多様な方法を適切に取
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の発言，教師による行動観察や，児童によ

る自己評価や相互評価等の状況を教師が

評価を行う際に考慮する材料の一つとし

て用いることなどが考えられる。その際，

各教科等の特質に応じて，児童の発達の段

階や一人一人の個性を十分に考慮しなが
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・教師による指導の改善 
・学校全体としての教育課程の改善 
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学習指導要領等に従い、児童や地域 
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教育課程の下で各種指導計画を作成 

各種指導計画に基づく授
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日々の授業の下で 
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総

　則
善や教育課程の改善等に生かしており、学校全体として組織的かつ計画的に教育活動の質の向上
を図っている。

　 　「学習指導」と「学習評価」は学校の教育活動の根幹であり、教育課程に基づいて組織的かつ
計画的に教育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担ってい
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る。
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見取る。
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習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を記入する等，児童にどのような力が身に付いた
か文章で端的に記述する。

外国語を通して，言
語や文化について体
験的に理解を深めて
いる。
日本語と外国語の音
声の違い等に気付い
ている。
外国語の音声や基本
的な表現に慣れ親し
んでいる。

知識・技能

身近で簡単な事柄
について，外国語
で聞いたり話した
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を深め，相手に配慮
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ミュニケーションを
図ろうとしている。

主体的に学習に
取り組む態度

「思考・判断・表現」 

ペーパーテストのみなら

ず，論述やレポートの作

成，発表，グループや学級

における話合い，作品の制

作や表現等の多様な活動

を取り入れたり，それらを

集めたポートフォリオを

活用したりするなど評価

方法を工夫することが考

えられる。 

 ウ 具体的な評価の方法          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「主体的に学習に取り組む態度」の評価については、 

 次の二つの側面を評価することとした。 

 ①粘り強い取組を行おうとする側面 

  各教科等の観点の趣旨に照らし、知識及び技能を獲得 

 したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりする 

 ことに向けた中で粘り強く行う側面のこと。 

 ②自らの学習を調整しようとする側面 

  自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行 

 錯誤するなどの意志的な側面のこと。  

これら①②の姿は実際の教科等の学びの中で別々に現 
れるものではなく、相互に関わり合いながら立ち現れるものと考えられる。例えば、自らの学習

を全く把握せず、進め方について試行錯誤などを全くせずに粘り強く取り組んだり、粘り強く取

り組めていないのに自らの学習をしっかりと調整できたりという姿は一般的に考えられる姿で

はない。また、学習初期ではなく、学習が進行するにつれて多く見受けられるようになることが

想定される。 
２ カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価について 

⑴ カリキュラム・マネジメントの充実と三つの側面 

 カリキュラム・マネジメントは学校教育に関わる様々な取組を、教育課程を中心に据えながら

組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげていくことであり、その充実が求めら

れている。カリキュラム・マネジメントには以下の三つの側面がある。 

①教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科横断的な視点で組み立てていくこと。 

②教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと。 

③教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと。 

⑵ 「学習指導」と「学習評価」のサイクル 

   

 

 

 

 

 

 

 

 各学校における教
育活動の多くは、学
習指導要領等に従い
児童や地域の実態を
踏まえて編成された
教育課程の下、指導
計画に基づく授業
（「学習指導」）とし
て展開される。各学
校では、児童の学習
状況を評価し、その
結果を児童の学習や
教師による指導の改
善や教育課程の改善
等に生かしており、
学校全体として組織
的かつ計画的に教育 
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る自己評価や相互評価等の状況を教師が

評価を行う際に考慮する材料の一つとし

て用いることなどが考えられる。その際，

各教科等の特質に応じて，児童の発達の段

階や一人一人の個性を十分に考慮しなが

ら，「知識・技能」や「思考・判断・表現」

の観点の状況を踏まえた上で，評価を行う

必要がある。 

各学校における教育活動 
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評価結果を以下のような改善に生かす 
・児童の学習の改善 
・教師による指導の改善 
・学校全体としての教育課程の改善 
・校務分掌を含めた組織運営等の改善 
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４　教科等横断的な視点で育成を目指すこととされた資質・能力の指導と評価について
　 　よりよい人生や社会の在り方を考え、多様な人々と協働しながら問題を発見し解決していくた

めに必要な力を児童一人一人に育んでいくためには、あらゆる教科等に共通した学習の基盤とな
る資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等）や、教科等の学習を通じて身
に付けた力を統合的に活用することが大切である。また、現代的な諸課題に関する教科等横断的
な教育内容（食育、環境、防災、主権者教育等）（※小学校学習指導要領解説総則編 付録６参
照）を、各教科等における「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」
の評価に反映し、それらが教科等横断的に関連付け発揮されるようにすることが重要である。し
たがって、例えば、各教科等の評価規準とは別に、教科等横断的な資質・能力に関わる評価規準
を設定し評価することは必ずしも必要ではない。

５　質の高い学校教育と学校における働き方改革の両立を目指した教育課程について
⑴　学校が作成する計画等の見直し
　ア 　学校単位で作成される計画については、業務の適正化の観点や、計画の機能性を高めカリ

キュラム・マネジメントの充実を図る観点から、計画の統合も含め、計画の内容や学校の実情
に応じて効果的な計画を作成し、指導を推進する。

　イ 　各教科等の指導計画や、特別な支援が必要な児童のための個別の指導計画・教育支援計画等
の有効な活用を図るためにも、計画の内容の見直しや学校の実情に応じて複数の教師が協力し
て作成し、共有化を図りながら指導と評価を行う。

　ウ 　スクラップ・アンド・ビルドの視点から、学校が作成する計画等の必要性を含め、整理・合
理化をしていくとともに、ＰＤＣＡサイクルの中で活用しやすいものになるよう取り組む。

⑵　学校における働き方改革に配慮した教育課程の編成・実施
　ア 　各学校の指導体制を整えないまま、学力向上を目指すために単に標準授業時数を大きく上

回った授業時数を実施することは、教師の負担増加に直結するものであることから、学校の指
導体制に見合った授業時数を設定する。

　イ 　仮に標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している場合には、指導体制の整備状況
を踏まえて精査して教師の時間外勤務の増加につながらないようにし、教育課程の編成・実施
に当たっても働き方改革に十分配慮すること。例えば、学期末の数日間を４時間授業で下校す
るようにして午後を成績処理の時間として確保する方法や、土曜日に授業参観等を実施した場
合は振替休業日を翌週に設けるなど、心身の休養期間を確保する方法などが考えられる。

　ウ 　標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不
測の事態により当該授業時数を下回った場合、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則
に反するとされるものではない。授業時数が下回った場合でも、時数の確保ではなく、児童の
学力を保証することが可能であればよい。その際、必要に応じて放課後の補習や宿題などによ
る対応も可能であることから、不測の事態を過剰に意識した授業時数の確保は不要である。

　エ 　学校行事の精選や取組内容の削減、学校行事に向けた練習の簡素化などによって、児童が学
習に取り組む授業時間を適正に確保する。削減や簡素化についての検討は、学校の特色や地域
や保護者、児童の実態をよく見極めた上で行うことが大切である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭 体育 道徳 図工 特別 

活動 

総合的な 

学習の時間

間 

外国語 

外国語活動

動 

国語 社会 算数 理科 生活 音楽 

言語能力・情報活用能力 

問題発見・解決能力 

現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容 

（食育、環境、防災、主権者教育等） 

各教科等において観点別に評価していく 

教科等横断的

な視点で育成

を目指すこと

と さ れ た 資

質・能力につい

ての評価は，各

教科等におけ

る観点別評価

に反映する。 

教科等横断的
な視点で育成
を目指すこと
と さ れ た 資
質・能力につ
いての評価は，
各教科等にお
ける観点別評
価に反映する。

６　学習評価の評定への総括例について
　　各学校では、観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法を事前
　に共通理解を図っておく必要がある。その上で、児童及び保護者に十分説明し理解を得ることが
　大切である。
　　なお、総括の方法として、以下の方法が考えられる。

　 　評価の場面については、学習評価の課題（Ｐ５参照）を受けて、工夫した計画の立案が重要に
なる。例えば、総括の資料とするために児童全員の学習状況を記録に残す場面を精選しつつ、教
師の指導改善につなげるために児童の学習状況を記録する場面と組み合わせるなどの計画が考え
られる。

⑴　観点別学習状況の評価に係る記録の総括
　 　観点別学習状況の評価に係る記録が観点ごとに複数ある場合は、「何回か行った評価結果のＡ、

Ｂ、Ｃの数が多いものが、その観点の学習の実施状況を最もよく表現しているとする」考え方に
立つ総括の方法がある。

　例：評価結果のＡ、Ｂ、Ｃの数が多いものがはっきりしている。「ＡＢＢＢ」→Ｂ
　　　 「ＡＡＢＢ」のような同数の場合や、「ＡＢＣ」のような三つの記号が混在する場合等には、

あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。
⑵　評定への総括
　　各観点の評価結果をＡ、Ｂ、Ｃの組合せに基づいて総括する方法がある。
　例：各観点とも同じ評価がそろっている。「ＢＢＢ」→２
　　　 「ＡＡＢ」や「ＢＢＡ」のような場合は、各観点のＡ、Ｂ、Ｃの数の組合せから適切に評定

することができるように、あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。
⑶　学年末（指導要録）の評定への総括
　 　①学期末に総括した評定の結果を基にする方法と、②学年末に観点ごとに総括した結果を基に

する方法がある。なお、「ＢＢＣ」のような記号が混在する場合等には、あらかじめ各学校にお
いて基準を決めておく必要がある。

　略記：知識・技能→知・技　　思考・判断・表現→思・判・表　　主体的に学習に取り組む態度→態
　例：①「３３３」→３　　　　　　　　　　　　 ②　「ＡＡＡ」→３

①　評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する方法（本資料の教科等編で詳しく説明）

②　評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括する方法（中学校教育課程指導・評価資料で詳しく説明）

　 　②の方法は，何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のよう
に数値によって表し，合計したり平均したりする。

　例：　総括の結果をＢとする範囲を［２. ５≧平均値≧１. ５］とすると，「ＡＢＢ」の平均
　　　値は，２. ３［（３＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。
（観点別学習状況について）
　Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの
　Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの
　Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの
（評定について）
　３：「十分満足できる」状況と判断されるもの
　２：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの
　１：「努力を要する」状況と判断されるもの

６ 学習評価の評定への総括例 

  各学校では、観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法を事前 

 に共通理解を図っておく必要がある。その上で、児童及び保護者に十分説明し理解を得ることが 

 大切である。 

  なお、総括の方法として、以下の方法が考えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  評価の場面については、学習評価の課題（Ｐ５参照）を受けて、工夫した計画の立案が重要に

なる。例えば、総括の資料とするために児童全員の学習状況を記録に残す場面を精選しつつ、教

師の指導改善につなげるために児童の学習状況を記録する場面と組み合わせるなどの計画が考

えられる。 

⑴ 観点別学習状況の評価に係る記録の総括 

  観点別学習状況の評価に係る記録が観点ごとに複数ある場合は、「何回か行った評価結果のＡ、 

 Ｂ、Ｃの数が多いものが、その観点の学習の実施状況を最もよく表現しているとする」考え方に 

 立つ総括の方法がある。 

 例：評価結果のＡ、Ｂ、Ｃの数が多いものがはっきりしている。「ＡＢＢＢ」→Ｂ 

   「ＡＡＢＢ」のような同数の場合や、「ＡＢＣ」のような三つの記号が混在する場合等に 

  は、あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。 

⑵ 評定への総括 

  各観点の評価結果をＡ、Ｂ、Ｃの組合せに基づいて総括する方法がある。 

 例：各観点とも同じ評価がそろっている。「ＢＢＢ」→２ 

    「ＡＡＢ」や「ＢＢＡ」のような場合は、各観点のＡ、Ｂ、Ｃの数の組合せから適切に評定 

   することができるように、あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。 

⑶ 学年末（指導要録）の評定への総括 

  ①学期末に総括した評定の結果を基にする方法と、②学年末に観点ごとに総括した結果を基に     

 する方法がある。なお、「ＢＢＣ」のような記号が混在する場合等には、あらかじめ各学校にお 

 いて基準を決めておく必要がある。 

 略記：知識・技能→知・技  思考・判断・表現→思・判・表  主体的に学習に取り組む態度→態  

 例：①「３３３」→３             ② 「ＡＡＡ」→３ 

 １学期 ２学期 ３学期 学年末   １学期 ２学期 ３学期 学年末 

知・技 Ａ Ａ Ａ  知・技 Ａ Ａ Ａ Ａ 

思・判・表 Ａ Ａ Ｂ   思・判・表 Ａ Ａ Ｂ Ａ 

態 Ａ Ｂ Ａ  態 Ａ Ｂ Ａ Ａ 

評定 ３ ３ ３ ３ 評定    ３ 

 

① 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する方法（本資料の教科等編で詳しく説明） 

② 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括する方法（中学校教育課程指導・評価資料で詳しく説明） 

  ②の方法は，何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のように

数値によって表し，合計したり平均したりする。 

 例： 総括の結果をＢとする範囲を［２.５≧平均値≧１.５］とすると，「ＡＢＢ」の平均 

   値は，２.３［（３＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。 

（観点別学習状況について） 

 Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

 Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

 Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの 

（評定について） 

 ３：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

 ２：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

 １：「努力を要する」状況と判断されるもの 

①②ともに、あらかじめ決めておいた基準により「ＡＡＢ」の組合せの総括を「３」もしくは「Ａ」とした事例である。 
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４　教科等横断的な視点で育成を目指すこととされた資質・能力の指導と評価について
　 　よりよい人生や社会の在り方を考え、多様な人々と協働しながら問題を発見し解決していくた

めに必要な力を児童一人一人に育んでいくためには、あらゆる教科等に共通した学習の基盤とな
る資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等）や、教科等の学習を通じて身
に付けた力を統合的に活用することが大切である。また、現代的な諸課題に関する教科等横断的
な教育内容（食育、環境、防災、主権者教育等）（※小学校学習指導要領解説総則編 付録６参
照）を、各教科等における「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」
の評価に反映し、それらが教科等横断的に関連付け発揮されるようにすることが重要である。し
たがって、例えば、各教科等の評価規準とは別に、教科等横断的な資質・能力に関わる評価規準
を設定し評価することは必ずしも必要ではない。

５　質の高い学校教育と学校における働き方改革の両立を目指した教育課程について
⑴　学校が作成する計画等の見直し
　ア 　学校単位で作成される計画については、業務の適正化の観点や、計画の機能性を高めカリ

キュラム・マネジメントの充実を図る観点から、計画の統合も含め、計画の内容や学校の実情
に応じて効果的な計画を作成し、指導を推進する。

　イ 　各教科等の指導計画や、特別な支援が必要な児童のための個別の指導計画・教育支援計画等
の有効な活用を図るためにも、計画の内容の見直しや学校の実情に応じて複数の教師が協力し
て作成し、共有化を図りながら指導と評価を行う。

　ウ 　スクラップ・アンド・ビルドの視点から、学校が作成する計画等の必要性を含め、整理・合
理化をしていくとともに、ＰＤＣＡサイクルの中で活用しやすいものになるよう取り組む。

⑵　学校における働き方改革に配慮した教育課程の編成・実施
　ア 　各学校の指導体制を整えないまま、学力向上を目指すために単に標準授業時数を大きく上

回った授業時数を実施することは、教師の負担増加に直結するものであることから、学校の指
導体制に見合った授業時数を設定する。

　イ 　仮に標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している場合には、指導体制の整備状況
を踏まえて精査して教師の時間外勤務の増加につながらないようにし、教育課程の編成・実施
に当たっても働き方改革に十分配慮すること。例えば、学期末の数日間を４時間授業で下校す
るようにして午後を成績処理の時間として確保する方法や、土曜日に授業参観等を実施した場
合は振替休業日を翌週に設けるなど、心身の休養期間を確保する方法などが考えられる。

　ウ 　標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不
測の事態により当該授業時数を下回った場合、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則
に反するとされるものではない。授業時数が下回った場合でも、時数の確保ではなく、児童の
学力を保証することが可能であればよい。その際、必要に応じて放課後の補習や宿題などによ
る対応も可能であることから、不測の事態を過剰に意識した授業時数の確保は不要である。

　エ 　学校行事の精選や取組内容の削減、学校行事に向けた練習の簡素化などによって、児童が学
習に取り組む授業時間を適正に確保する。削減や簡素化についての検討は、学校の特色や地域
や保護者、児童の実態をよく見極めた上で行うことが大切である。
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現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容 

（食育、環境、防災、主権者教育等） 

各教科等において観点別に評価していく 

教科等横断的

な視点で育成

を目指すこと

と さ れ た 資

質・能力につい

ての評価は，各

教科等におけ

る観点別評価

に反映する。 

教科等横断的
な視点で育成
を目指すこと
と さ れ た 資
質・能力につ
いての評価は，
各教科等にお
ける観点別評
価に反映する。

６　学習評価の評定への総括例について
　　各学校では、観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法を事前
　に共通理解を図っておく必要がある。その上で、児童及び保護者に十分説明し理解を得ることが
　大切である。
　　なお、総括の方法として、以下の方法が考えられる。

　 　評価の場面については、学習評価の課題（Ｐ５参照）を受けて、工夫した計画の立案が重要に
なる。例えば、総括の資料とするために児童全員の学習状況を記録に残す場面を精選しつつ、教
師の指導改善につなげるために児童の学習状況を記録する場面と組み合わせるなどの計画が考え
られる。

⑴　観点別学習状況の評価に係る記録の総括
　 　観点別学習状況の評価に係る記録が観点ごとに複数ある場合は、「何回か行った評価結果のＡ、

Ｂ、Ｃの数が多いものが、その観点の学習の実施状況を最もよく表現しているとする」考え方に
立つ総括の方法がある。

　例：評価結果のＡ、Ｂ、Ｃの数が多いものがはっきりしている。「ＡＢＢＢ」→Ｂ
　　　 「ＡＡＢＢ」のような同数の場合や、「ＡＢＣ」のような三つの記号が混在する場合等には、

あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。
⑵　評定への総括
　　各観点の評価結果をＡ、Ｂ、Ｃの組合せに基づいて総括する方法がある。
　例：各観点とも同じ評価がそろっている。「ＢＢＢ」→２
　　　 「ＡＡＢ」や「ＢＢＡ」のような場合は、各観点のＡ、Ｂ、Ｃの数の組合せから適切に評定

することができるように、あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。
⑶　学年末（指導要録）の評定への総括
　 　①学期末に総括した評定の結果を基にする方法と、②学年末に観点ごとに総括した結果を基に

する方法がある。なお、「ＢＢＣ」のような記号が混在する場合等には、あらかじめ各学校にお
いて基準を決めておく必要がある。

　略記：知識・技能→知・技　　思考・判断・表現→思・判・表　　主体的に学習に取り組む態度→態
　例：①「３３３」→３　　　　　　　　　　　　 ②　「ＡＡＡ」→３

①　評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する方法（本資料の教科等編で詳しく説明）

②　評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括する方法（中学校教育課程指導・評価資料で詳しく説明）

　 　②の方法は，何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のよう
に数値によって表し，合計したり平均したりする。

　例：　総括の結果をＢとする範囲を［２. ５≧平均値≧１. ５］とすると，「ＡＢＢ」の平均
　　　値は，２. ３［（３＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。
（観点別学習状況について）
　Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの
　Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの
　Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの
（評定について）
　３：「十分満足できる」状況と判断されるもの
　２：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの
　１：「努力を要する」状況と判断されるもの

６ 学習評価の評定への総括例 

  各学校では、観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法を事前 

 に共通理解を図っておく必要がある。その上で、児童及び保護者に十分説明し理解を得ることが 

 大切である。 

  なお、総括の方法として、以下の方法が考えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  評価の場面については、学習評価の課題（Ｐ５参照）を受けて、工夫した計画の立案が重要に

なる。例えば、総括の資料とするために児童全員の学習状況を記録に残す場面を精選しつつ、教

師の指導改善につなげるために児童の学習状況を記録する場面と組み合わせるなどの計画が考

えられる。 

⑴ 観点別学習状況の評価に係る記録の総括 

  観点別学習状況の評価に係る記録が観点ごとに複数ある場合は、「何回か行った評価結果のＡ、 

 Ｂ、Ｃの数が多いものが、その観点の学習の実施状況を最もよく表現しているとする」考え方に 

 立つ総括の方法がある。 

 例：評価結果のＡ、Ｂ、Ｃの数が多いものがはっきりしている。「ＡＢＢＢ」→Ｂ 

   「ＡＡＢＢ」のような同数の場合や、「ＡＢＣ」のような三つの記号が混在する場合等に 

  は、あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。 

⑵ 評定への総括 

  各観点の評価結果をＡ、Ｂ、Ｃの組合せに基づいて総括する方法がある。 

 例：各観点とも同じ評価がそろっている。「ＢＢＢ」→２ 

    「ＡＡＢ」や「ＢＢＡ」のような場合は、各観点のＡ、Ｂ、Ｃの数の組合せから適切に評定 

   することができるように、あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。 

⑶ 学年末（指導要録）の評定への総括 

  ①学期末に総括した評定の結果を基にする方法と、②学年末に観点ごとに総括した結果を基に     

 する方法がある。なお、「ＢＢＣ」のような記号が混在する場合等には、あらかじめ各学校にお 

 いて基準を決めておく必要がある。 

 略記：知識・技能→知・技  思考・判断・表現→思・判・表  主体的に学習に取り組む態度→態  

 例：①「３３３」→３             ② 「ＡＡＡ」→３ 

 １学期 ２学期 ３学期 学年末   １学期 ２学期 ３学期 学年末 

知・技 Ａ Ａ Ａ  知・技 Ａ Ａ Ａ Ａ 

思・判・表 Ａ Ａ Ｂ   思・判・表 Ａ Ａ Ｂ Ａ 

態 Ａ Ｂ Ａ  態 Ａ Ｂ Ａ Ａ 

評定 ３ ３ ３ ３ 評定    ３ 

 

① 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する方法（本資料の教科等編で詳しく説明） 

② 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括する方法（中学校教育課程指導・評価資料で詳しく説明） 

  ②の方法は，何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のように

数値によって表し，合計したり平均したりする。 

 例： 総括の結果をＢとする範囲を［２.５≧平均値≧１.５］とすると，「ＡＢＢ」の平均 

   値は，２.３［（３＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。 

（観点別学習状況について） 

 Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

 Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

 Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの 

（評定について） 

 ３：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

 ２：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

 １：「努力を要する」状況と判断されるもの 

①②ともに、あらかじめ決めておいた基準により「ＡＡＢ」の組合せの総括を「３」もしくは「Ａ」とした事例である。 
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総

　則
６　学習評価の評定への総括例について
　　各学校では、観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法を事前
　に共通理解を図っておく必要がある。その上で、児童及び保護者に十分説明し理解を得ることが
　大切である。
　　なお、総括の方法として、以下の方法が考えられる。

　 　評価の場面については、学習評価の課題（Ｐ５参照）を受けて、工夫した計画の立案が重要に
なる。例えば、総括の資料とするために児童全員の学習状況を記録に残す場面を精選しつつ、教
師の指導改善につなげるために児童の学習状況を記録する場面と組み合わせるなどの計画が考え
られる。

⑴　観点別学習状況の評価に係る記録の総括
　 　観点別学習状況の評価に係る記録が観点ごとに複数ある場合は、「何回か行った評価結果のＡ、

Ｂ、Ｃの数が多いものが、その観点の学習の実施状況を最もよく表現しているとする」考え方に
立つ総括の方法がある。

　例：評価結果のＡ、Ｂ、Ｃの数が多いものがはっきりしている。「ＡＢＢＢ」→Ｂ
　　　 「ＡＡＢＢ」のような同数の場合や、「ＡＢＣ」のような三つの記号が混在する場合等には、

あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。
⑵　評定への総括
　　各観点の評価結果をＡ、Ｂ、Ｃの組合せに基づいて総括する方法がある。
　例：各観点とも同じ評価がそろっている。「ＢＢＢ」→２
　　　 「ＡＡＢ」や「ＢＢＡ」のような場合は、各観点のＡ、Ｂ、Ｃの数の組合せから適切に評定

することができるように、あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。
⑶　学年末（指導要録）の評定への総括
　 　①学期末に総括した評定の結果を基にする方法と、②学年末に観点ごとに総括した結果を基に

する方法がある。なお、「ＢＢＣ」のような記号が混在する場合等には、あらかじめ各学校にお
いて基準を決めておく必要がある。

　略記：知識・技能→知・技　　思考・判断・表現→思・判・表　　主体的に学習に取り組む態度→態
　例：①「３３３」→３　　　　　　　　　　　　 ②　「ＡＡＡ」→３

①　評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する方法（本資料の教科等編で詳しく説明）

②　評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括する方法（中学校教育課程指導・評価資料で詳しく説明）

　 　②の方法は，何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のよう
に数値によって表し，合計したり平均したりする。

　例：　総括の結果をＢとする範囲を［２. ５≧平均値≧１. ５］とすると，「ＡＢＢ」の平均
　　　値は，２. ３［（３＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。
（観点別学習状況について）
　Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの
　Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの
　Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの
（評定について）
　３：「十分満足できる」状況と判断されるもの
　２：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの
　１：「努力を要する」状況と判断されるもの

６ 学習評価の評定への総括例 

  各学校では、観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法を事前 

 に共通理解を図っておく必要がある。その上で、児童及び保護者に十分説明し理解を得ることが 

 大切である。 

  なお、総括の方法として、以下の方法が考えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  評価の場面については、学習評価の課題（Ｐ５参照）を受けて、工夫した計画の立案が重要に

なる。例えば、総括の資料とするために児童全員の学習状況を記録に残す場面を精選しつつ、教

師の指導改善につなげるために児童の学習状況を記録する場面と組み合わせるなどの計画が考

えられる。 

⑴ 観点別学習状況の評価に係る記録の総括 

  観点別学習状況の評価に係る記録が観点ごとに複数ある場合は、「何回か行った評価結果のＡ、 

 Ｂ、Ｃの数が多いものが、その観点の学習の実施状況を最もよく表現しているとする」考え方に 

 立つ総括の方法がある。 

 例：評価結果のＡ、Ｂ、Ｃの数が多いものがはっきりしている。「ＡＢＢＢ」→Ｂ 

   「ＡＡＢＢ」のような同数の場合や、「ＡＢＣ」のような三つの記号が混在する場合等に 

  は、あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。 

⑵ 評定への総括 

  各観点の評価結果をＡ、Ｂ、Ｃの組合せに基づいて総括する方法がある。 

 例：各観点とも同じ評価がそろっている。「ＢＢＢ」→２ 

    「ＡＡＢ」や「ＢＢＡ」のような場合は、各観点のＡ、Ｂ、Ｃの数の組合せから適切に評定 

   することができるように、あらかじめ各学校において基準を決めておく必要がある。 

⑶ 学年末（指導要録）の評定への総括 

  ①学期末に総括した評定の結果を基にする方法と、②学年末に観点ごとに総括した結果を基に     

 する方法がある。なお、「ＢＢＣ」のような記号が混在する場合等には、あらかじめ各学校にお 

 いて基準を決めておく必要がある。 

 略記：知識・技能→知・技  思考・判断・表現→思・判・表  主体的に学習に取り組む態度→態  

 例：①「３３３」→３             ② 「ＡＡＡ」→３ 

 １学期 ２学期 ３学期 学年末   １学期 ２学期 ３学期 学年末 

知・技 Ａ Ａ Ａ  知・技 Ａ Ａ Ａ Ａ 

思・判・表 Ａ Ａ Ｂ   思・判・表 Ａ Ａ Ｂ Ａ 

態 Ａ Ｂ Ａ  態 Ａ Ｂ Ａ Ａ 

評定 ３ ３ ３ ３ 評定    ３ 

 

① 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する方法（本資料の教科等編で詳しく説明） 

② 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括する方法（中学校教育課程指導・評価資料で詳しく説明） 

  ②の方法は，何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のように

数値によって表し，合計したり平均したりする。 

 例： 総括の結果をＢとする範囲を［２.５≧平均値≧１.５］とすると，「ＡＢＢ」の平均 

   値は，２.３［（３＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。 

（観点別学習状況について） 

 Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

 Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

 Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの 

（評定について） 

 ３：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

 ２：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

 １：「努力を要する」状況と判断されるもの 

①②ともに、あらかじめ決めておいた基準により「ＡＡＢ」の組合せの総括を「３」もしくは「Ａ」とした事例である。 
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第３　事例編

＜事例１＞　地域とともにある学校を目指した教育課程の事例
１　教育課程を編成する上での留意点
　 　まず、地域人材、地域資源（社会教育施設、文化財等）等の実態把握に留意する。なお、学校

と密接な関わりをもつ組織（例えば、体育館や校庭を開放している近隣の高校や地域のスポーツ
団体）とは相互にとってメリットのある関係（WIN-WIN）が築き易く、積極的に活用できるよ
うにしたい。そのような組織には、児童の学習支援や学校の環境整備等の協力を依頼することが
考えられる。

　 　その他、地域の子供会や敬老会等の組織に対しては、地域行事への児童や教職員の参加等を通
して、日頃から良好な関係を築いておきたい。なお、これらの組織とは学校応援団連絡会議や学
校運営協議会等の話合いの場を活用し、代表者と効率的な打ち合わせを行い、学校と地域が目標
を共有していく必要がある。

⑴　地域と連携・協働を目指した全体構想図

⑵　１年間の流れ
　 　教師は、学校が地域の方に学習等でお世話になっていることを折に触れて児童に知らせること

で、地域を愛する気持ちを育んでいく。教職員も日頃から「地域とともにある学校」という意識
をもって保護者や地域の方に接していくことが大切である。

第３ 事例編 

 

 ＜事例１＞ 地域とともにある学校を目指した教育課程の事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 

  まず、地域人材、地域資源（社会教育施設、文化財等）等の実態把握に留意する。なお、学校  

 と密接な関わりをもつ組織（例えば、体育館や校庭を開放している近隣の高校や、地域のスポー 

 ツ団体）とは相互にとってメリットのある関係（WIN-WIN）が築き易く、積極的に活用できるよ 

 うにしたい。そのような組織には、児童の学習支援や学校の環境整備等の協力を依頼するが考え 

 られる。 

  その他、地域の子供会や敬老会等の組織に対しては、地域行事への児童や教職員の参加等を通 

 して、日頃から良好な関係を築いておきたい。なお、これらの組織とは学校応援団連絡会議や学 

 校運営協議会等の話合いの場を活用し、代表者と効率的な打ち合わせを行い、学校と地域が目標 

 を共有していく必要がある。 

⑴ 地域と連携・協働を目指した全体構想図 
 

・日本国憲法 
・教育基本法 
・学校教育法 
・学習指導要領 
・県・市の指導の重点・努 
 力点 

 学 校 教 育 目 標  <児童の実態> 
明るく元気がよい。 
<地域の実態> 
三世代同居率が高く、学校に対して協力的である。 
<保護者・地域の願い> 
他人を思いやる気持ちをもたせたい。 

 〇よく学ぶ子 

〇心の豊かな子 

〇たくましい子 

 

  

 

目 指 す 児 童 像  地 域 と の 共 通 目 標  学 校 研 究 課 題 

夢や希望をもち、 

自ら学ぶ児童 

 〇夢や希望をもち、努力する児童の育成 
〇心豊かな優しい子の育成 
〇地域を愛する児童の育成 

 確かな学力を 
身に付けさせる 
指導方法の研究 

  

 
発 達 の 段 階 に 応 じ た 課 題 

低 学 年 中 学 年 高 学 年 

家の手伝いや割り当てられた
仕事・役割の大切さがわかる。 

互いの役割や役割分担の必要
性がわかる。 

社会生活には様々な役割がある
ことやその大切さがわかる。 

 
生  か  す  力 

 源 資 域 地 材 人 域 地 校 学
教職員 
 

学校支援ボランティア・PTA（学習支援・環境整備等）
地域コーディネーター（学校応援団・放課後子供教室）
地元高校生・スポーツ団体（学習支援等） 

文化財 
公民館・図書館・博物館・美術館等 
福祉施設 

 
 価  評 画計導指

・社会に開かれた指導計画の作成 
・教科等横断的かつ系統的な指導計画の作成 
・ＰＴＡ担当、地域連携担当教職員を中心と 
した効果的な連絡、会議の実施 

・児童のポートフォリオの活用 
・教職員からの評価 
・学校運営協議会からの評価 
・保護者からの評価 

 

⑵ １年間の流れ 

  教師は学習等でお世話になる機会を生かして、学校が地域の方にお世話になっていることを児 

 童に働きかけていくことで、地域を愛する気持ちを育んでいく。教職員も日頃から「地域ととも 

 にある学校」という意識をもって保護者や地域の方に接していくことが大切である。 

  

４月 学校運営協議会 

授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会 

５月 自然体験  （１年・生活） 

まち探検  （２年・生活） 

農業体験  （２年・生活）（５年・総合） 

低学年の校外学習
を実施するにあた
り、保護者の協力
を得る。 

 

低学年の野菜の栽培
や高学年の稲作体験
において、地域の農家
の方に協力を依頼す
る。 

第３ 事例編 

 

 ＜事例１＞ 地域とともにある学校を目指した教育課程の事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 

  まず、地域人材、地域資源（社会教育施設、文化財等）等の実態把握に留意する。なお、学校  

 と密接な関わりをもつ組織（例えば、体育館や校庭を開放している近隣の高校や、地域のスポー 

 ツ団体）とは相互にとってメリットのある関係（WIN-WIN）が築き易く、積極的に活用できるよ 

 うにしたい。そのような組織には、児童の学習支援や学校の環境整備等の協力を依頼するが考え 

 られる。 

  その他、地域の子供会や敬老会等の組織に対しては、地域行事への児童や教職員の参加等を通 

 して、日頃から良好な関係を築いておきたい。なお、これらの組織とは学校応援団連絡会議や学 

 校運営協議会等の話合いの場を活用し、代表者と効率的な打ち合わせを行い、学校と地域が目標 

 を共有していく必要がある。 

⑴ 地域と連携・協働を目指した全体構想図 
 

・日本国憲法 
・教育基本法 
・学校教育法 
・学習指導要領 
・県・市の指導の重点・努 
 力点 

 学 校 教 育 目 標  <児童の実態> 
明るく元気がよい。 
<地域の実態> 
三世代同居率が高く、学校に対して協力的である。 
<保護者・地域の願い> 
他人を思いやる気持ちをもたせたい。 

 〇よく学ぶ子 

〇心の豊かな子 

〇たくましい子 

 

  

 

目 指 す 児 童 像  地 域 と の 共 通 目 標  学 校 研 究 課 題 

夢や希望をもち、 

自ら学ぶ児童 

 〇夢や希望をもち、努力する児童の育成 
〇心豊かな優しい子の育成 
〇地域を愛する児童の育成 

 確かな学力を 
身に付けさせる 
指導方法の研究 

  

 
発 達 の 段 階 に 応 じ た 課 題 

低 学 年 中 学 年 高 学 年 

家の手伝いや割り当てられた
仕事・役割の大切さがわかる。 

互いの役割や役割分担の必要
性がわかる。 

社会生活には様々な役割がある
ことやその大切さがわかる。 

 
生  か  す  力 

学 校 地 域 人 材 地 域 資 源 
教職員 
 

学校支援ボランティア・PTA（学習支援・環境整備等）
地域コーディネーター（学校応援団・放課後子供教室）
地元高校生・スポーツ団体（学習支援等） 

文化財 
公民館・図書館・博物館・美術館等 
福祉施設 

 
指導計画 評  価 

・社会に開かれた指導計画の作成 
・教科等横断的かつ系統的な指導計画の作成 
・ＰＴＡ担当、地域連携担当教職員を中心と 
した効果的な連絡、会議の実施 

・児童のポートフォリオの活用 
・教職員からの評価 
・学校運営協議会からの評価 
・保護者からの評価 

 

⑵ １年間の流れ 

  教師は学習等でお世話になる機会を生かして、学校が地域の方にお世話になっていることを児 

 童に働きかけていくことで、地域を愛する気持ちを育んでいく。教職員も日頃から「地域ととも 

 にある学校」という意識をもって保護者や地域の方に接していくことが大切である。 

  

４月 学校運営協議会 

授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会 

５月 自然体験  （１年・生活） 

まち探検  （２年・生活） 

農業体験  （２年・生活）（５年・総合） 

低学年の校外学習
を実施するにあた
り、保護者の協力
を得る。 

 
低学年の野菜の栽培
や高学年の稲作体験
において、地域の農家
の方に協力を依頼す
る。 

６月 まち探検  （２年・生活） 

７月 
お囃子体験 （全学年・生活、総合） 

授業参観・懇談会 

学校評価  （児童・保護者・教職員） 

８月 学習支援  （全学年・国語、算数） 

プログラミング体験 

親子クリーン大作戦 

学校運営協議会 

９月 運動会 

１０月 
福祉体験  （４年・総合） 

農業体験  （５年・総合） 

１１月 

地域の防災訓練（４年・社会） 

学校公開・学校運営協議会 

交通指導員への感謝の会 

１２月 

授業参観・懇談会 

学校評価  （児童・保護者・教職員） 

書きぞめ練習会（３～６年・国語） 

１月 
昔の遊び体験（１、２年・生活） 

学校運営協議会 

 ２月 
郷土料理体験（５年・総合） 

授業参観・懇談会 

３月 感謝の集いと手紙 

学校運営協議会 

  

         

 

評価・改善の流れ 
 ４月 学校運営協議会にてその年度の学校経営方針を示し、承認を得る。 

    懇談会・ＰＴＡ総会にて、保護者に説明を行う。 

  ７月 懇談会にて、保護者に学校評価について説明を行う。→学校評価の実施。 

  ８月 職員会議等を活用し、学校評価を分析。夏季休業日以降の指導に生かす。 

  11 月 教育週間を活用し、地域の方に学校公開を行う。 

     学校運営協議会にて、地域の方の意見を集める。 

  
12 月 懇談会にて、保護者に学校評価について説明を行う。→学校評価の実施。 

１～２月 職員会議等を活用し、学校評価を分析し、次年度への改善に生かす。 

　　　　 学校運営協議会で次年度に向けた改善点について協議する。 

 ２月 懇談会にて、学校評価の結果を保護者に伝える。 

 ３月 学校運営協議会にて、次年度の学校経営方針を示す。 

行
事
等
の
振
り
返
り
は 

そ
の
都
度
行
い
、
改
善
案 

を
ま
と
め
て
お
く
。 

図書館や博物館の活用等、博
学連携を推進する。校外学習
に出かけたり、ゲストティー
チャーを依頼したりする。 

部活動で校庭の使用
を許可している高校
に協力を依頼し、夏
季休業日中の学習支
援や、プログラミン
グ教室等を実施す
る。 

 

近隣の高齢者施設と
連携し、交流会を行
う。交流の最後には、
合唱のプレゼントを
する。 

地域の高齢者に協力
を依頼し、昔の遊び
を体験する。 

地域の方や保護者に郷
土料理体験の協力を依
頼する。学習の最後に
は、成果発表の場に招待
する。 

１年間を振り返り、お世話になった方
を招待して感謝の気持ちを伝えたり、
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学校評価の結果を基に１年間の活動を

振り返り、次年度に向けた改善点につい

て協議する。 

保護者や地域の方とと
もに、学校とその周辺の
除草作業などに取り組
む。 

地域のお祭りの保存会
の方とともに行う。お囃
子の体験を通して、地域
の一員としての自覚を
育てる。 
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連携を図る。 

６月 まち探検  （２年・生活） 

７月 
お囃子体験 （全学年・生活、総合） 

授業参観・懇談会 

学校評価  （児童・保護者・教職員） 

８月 学習支援  （全学年・国語、算数） 

プログラミング体験 

親子クリーン大作戦 

学校運営協議会 

９月 運動会 

１０月 
福祉体験  （４年・総合） 

農業体験  （５年・総合） 

１１月 

地域の防災訓練（４年・社会） 

学校公開・学校運営協議会 

交通指導員への感謝の会 

１２月 

授業参観・懇談会 

学校評価  （児童・保護者・教職員） 

書きぞめ練習会（３～６年・国語） 

１月 
昔の遊び体験（１、２年・生活） 

学校運営協議会 

 ２月 
郷土料理体験（５年・総合） 

授業参観・懇談会 

３月 感謝の集いと手紙 

学校運営協議会 

  

         

 

評価・改善の流れ 
 ４月 学校運営協議会にてその年度の学校経営方針を示し、承認を得る。 

    懇談会・ＰＴＡ総会にて、保護者に説明を行う。 

  ７月 懇談会にて、保護者に学校評価について説明を行う。→学校評価の実施。 

  ８月 職員会議等を活用し、学校評価を分析。夏季休業日以降の指導に生かす。 

  11 月 教育週間を活用し、地域の方に学校公開を行う。 

     学校運営協議会にて、地域の方の意見を集める。 

  
12 月 懇談会にて、保護者に学校評価について説明を行う。→学校評価の実施。 

１～２月 職員会議等を活用し、学校評価を分析し、次年度への改善に生かす。 

　　　　 学校運営協議会で次年度に向けた改善点について協議する。 

 ２月 懇談会にて、学校評価の結果を保護者に伝える。 

 ３月 学校運営協議会にて、次年度の学校経営方針を示す。 

行
事
等
の
振
り
返
り
は 

そ
の
都
度
行
い
、
改
善
案 

を
ま
と
め
て
お
く
。 

図書館や博物館の活用等、博
学連携を推進する。校外学習
に出かけたり、ゲストティー
チャーを依頼したりする。 

部活動で校庭の使用
を許可している高校
に協力を依頼し、夏
季休業日中の学習支
援や、プログラミン
グ教室等を実施す
る。 

 

近隣の高齢者施設と
連携し、交流会を行
う。交流の最後には、
合唱のプレゼントを
する。 

地域の高齢者に協力
を依頼し、昔の遊び
を体験する。 

地域の方や保護者に郷
土料理体験の協力を依
頼する。学習の最後に
は、成果発表の場に招待
する。 

１年間を振り返り、お世話になった方
を招待して感謝の気持ちを伝えたり、
手紙を書いたりする。 

学校評価の結果を基に１年間の活動を

振り返り、次年度に向けた改善点につい

て協議する。 

保護者や地域の方とと
もに、学校とその周辺の
除草作業などに取り組
む。 

地域のお祭りの保存会
の方とともに行う。お囃
子の体験を通して、地域
の一員としての自覚を
育てる。 
 

 

この時期に開催され
る地域の防災訓練と
連携を図る。 



― 8 ―

第３　事例編

＜事例１＞　地域とともにある学校を目指した教育課程の事例
１　教育課程を編成する上での留意点
　 　まず、地域人材、地域資源（社会教育施設、文化財等）等の実態把握に留意する。なお、学校

と密接な関わりをもつ組織（例えば、体育館や校庭を開放している近隣の高校や地域のスポーツ
団体）とは相互にとってメリットのある関係（WIN-WIN）が築き易く、積極的に活用できるよ
うにしたい。そのような組織には、児童の学習支援や学校の環境整備等の協力を依頼することが
考えられる。

　 　その他、地域の子供会や敬老会等の組織に対しては、地域行事への児童や教職員の参加等を通
して、日頃から良好な関係を築いておきたい。なお、これらの組織とは学校応援団連絡会議や学
校運営協議会等の話合いの場を活用し、代表者と効率的な打ち合わせを行い、学校と地域が目標
を共有していく必要がある。

⑴　地域と連携・協働を目指した全体構想図

⑵　１年間の流れ
　 　教師は、学校が地域の方に学習等でお世話になっていることを折に触れて児童に知らせること

で、地域を愛する気持ちを育んでいく。教職員も日頃から「地域とともにある学校」という意識
をもって保護者や地域の方に接していくことが大切である。

第３ 事例編 
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 ツ団体）とは相互にとってメリットのある関係（WIN-WIN）が築き易く、積極的に活用できるよ 

 うにしたい。そのような組織には、児童の学習支援や学校の環境整備等の協力を依頼するが考え 

 られる。 

  その他、地域の子供会や敬老会等の組織に対しては、地域行事への児童や教職員の参加等を通 

 して、日頃から良好な関係を築いておきたい。なお、これらの組織とは学校応援団連絡会議や学 

 校運営協議会等の話合いの場を活用し、代表者と効率的な打ち合わせを行い、学校と地域が目標 

 を共有していく必要がある。 

⑴ 地域と連携・協働を目指した全体構想図 
 

・日本国憲法 
・教育基本法 
・学校教育法 
・学習指導要領 
・県・市の指導の重点・努 
 力点 

 学 校 教 育 目 標  <児童の実態> 
明るく元気がよい。 
<地域の実態> 
三世代同居率が高く、学校に対して協力的である。 
<保護者・地域の願い> 
他人を思いやる気持ちをもたせたい。 

 〇よく学ぶ子 

〇心の豊かな子 

〇たくましい子 

 

  

 

目 指 す 児 童 像  地 域 と の 共 通 目 標  学 校 研 究 課 題 

夢や希望をもち、 

自ら学ぶ児童 

 〇夢や希望をもち、努力する児童の育成 
〇心豊かな優しい子の育成 
〇地域を愛する児童の育成 

 確かな学力を 
身に付けさせる 
指導方法の研究 

  

 
発 達 の 段 階 に 応 じ た 課 題 

低 学 年 中 学 年 高 学 年 

家の手伝いや割り当てられた
仕事・役割の大切さがわかる。 

互いの役割や役割分担の必要
性がわかる。 

社会生活には様々な役割がある
ことやその大切さがわかる。 

 
生  か  す  力 

 源 資 域 地 材 人 域 地 校 学
教職員 
 

学校支援ボランティア・PTA（学習支援・環境整備等）
地域コーディネーター（学校応援団・放課後子供教室）
地元高校生・スポーツ団体（学習支援等） 

文化財 
公民館・図書館・博物館・美術館等 
福祉施設 

 
 価  評 画計導指

・社会に開かれた指導計画の作成 
・教科等横断的かつ系統的な指導計画の作成 
・ＰＴＡ担当、地域連携担当教職員を中心と 
した効果的な連絡、会議の実施 

・児童のポートフォリオの活用 
・教職員からの評価 
・学校運営協議会からの評価 
・保護者からの評価 

 

⑵ １年間の流れ 

  教師は学習等でお世話になる機会を生かして、学校が地域の方にお世話になっていることを児 

 童に働きかけていくことで、地域を愛する気持ちを育んでいく。教職員も日頃から「地域ととも 

 にある学校」という意識をもって保護者や地域の方に接していくことが大切である。 

  

４月 学校運営協議会 

授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会 

５月 自然体験  （１年・生活） 

まち探検  （２年・生活） 

農業体験  （２年・生活）（５年・総合） 

低学年の校外学習
を実施するにあた
り、保護者の協力
を得る。 

 

低学年の野菜の栽培
や高学年の稲作体験
において、地域の農家
の方に協力を依頼す
る。 
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     学校運営協議会にて、地域の方の意見を集める。 

  
12 月 懇談会にて、保護者に学校評価について説明を行う。→学校評価の実施。 

１～２月 職員会議等を活用し、学校評価を分析し、次年度への改善に生かす。 

　　　　 学校運営協議会で次年度に向けた改善点について協議する。 

 ２月 懇談会にて、学校評価の結果を保護者に伝える。 

 ３月 学校運営協議会にて、次年度の学校経営方針を示す。 
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を
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て
お
く
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図書館や博物館の活用等、博
学連携を推進する。校外学習
に出かけたり、ゲストティー
チャーを依頼したりする。 

部活動で校庭の使用
を許可している高校
に協力を依頼し、夏
季休業日中の学習支
援や、プログラミン
グ教室等を実施す
る。 

 

近隣の高齢者施設と
連携し、交流会を行
う。交流の最後には、
合唱のプレゼントを
する。 

地域の高齢者に協力
を依頼し、昔の遊び
を体験する。 

地域の方や保護者に郷
土料理体験の協力を依
頼する。学習の最後に
は、成果発表の場に招待
する。 
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を招待して感謝の気持ちを伝えたり、
手紙を書いたりする。 

学校評価の結果を基に１年間の活動を

振り返り、次年度に向けた改善点につい

て協議する。 

保護者や地域の方とと
もに、学校とその周辺の
除草作業などに取り組
む。 

地域のお祭りの保存会
の方とともに行う。お囃
子の体験を通して、地域
の一員としての自覚を
育てる。 
 

 

この時期に開催され
る地域の防災訓練と
連携を図る。 
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２　教育課程を評価する上での留意点
　 　学校運営協議会で意見を聞きながら、教育課程を評価していく。この際には、「地域を愛する

児童の育成」といった、地域との共通目標を観点とした適正な評価規準を作成することに留意が
必要である。また、学校評価や人事評価等においても評価項目を設定し、取組の修正と改善を
図っていく。

３　評価結果を基にした教育課程の改善
　 　学校運営協議会、学校評価等を活用し、指導計画の振り返りを行う。地域と学校が連携して指

導計画の改善を行うことで、両者にとって持続可能な形にしていくことが重要である。

第３ 事例編 

 

 ＜事例１＞ 地域とともにある学校を目指した教育課程の事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 

  まず、地域人材、地域資源（社会教育施設、文化財等）等の実態把握に留意する。なお、学校  

 と密接な関わりをもつ組織（例えば、体育館や校庭を開放している近隣の高校や、地域のスポー 

 ツ団体）とは相互にとってメリットのある関係（WIN-WIN）が築き易く、積極的に活用できるよ 

 うにしたい。そのような組織には、児童の学習支援や学校の環境整備等の協力を依頼するが考え 

 られる。 

  その他、地域の子供会や敬老会等の組織に対しては、地域行事への児童や教職員の参加等を通 

 して、日頃から良好な関係を築いておきたい。なお、これらの組織とは学校応援団連絡会議や学 

 校運営協議会等の話合いの場を活用し、代表者と効率的な打ち合わせを行い、学校と地域が目標 

 を共有していく必要がある。 

⑴ 地域と連携・協働を目指した全体構想図 
 

・日本国憲法 
・教育基本法 
・学校教育法 
・学習指導要領 
・県・市の指導の重点・努 
 力点 

 学 校 教 育 目 標  <児童の実態> 
明るく元気がよい。 
<地域の実態> 
三世代同居率が高く、学校に対して協力的である。 
<保護者・地域の願い> 
他人を思いやる気持ちをもたせたい。 

 〇よく学ぶ子 

〇心の豊かな子 

〇たくましい子 

 

  

 

目 指 す 児 童 像  地 域 と の 共 通 目 標  学 校 研 究 課 題 

夢や希望をもち、 

自ら学ぶ児童 

 〇夢や希望をもち、努力する児童の育成 
〇心豊かな優しい子の育成 
〇地域を愛する児童の育成 

 確かな学力を 
身に付けさせる 
指導方法の研究 

  

 
発 達 の 段 階 に 応 じ た 課 題 

低 学 年 中 学 年 高 学 年 

家の手伝いや割り当てられた
仕事・役割の大切さがわかる。 

互いの役割や役割分担の必要
性がわかる。 

社会生活には様々な役割がある
ことやその大切さがわかる。 

 
生  か  す  力 

 源 資 域 地 材 人 域 地 校 学
教職員 
 

学校支援ボランティア・PTA（学習支援・環境整備等）
地域コーディネーター（学校応援団・放課後子供教室）
地元高校生・スポーツ団体（学習支援等） 

文化財 
公民館・図書館・博物館・美術館等 
福祉施設 

 
 価  評 画計導指

・社会に開かれた指導計画の作成 
・教科等横断的かつ系統的な指導計画の作成 
・ＰＴＡ担当、地域連携担当教職員を中心と 
した効果的な連絡、会議の実施 

・児童のポートフォリオの活用 
・教職員からの評価 
・学校運営協議会からの評価 
・保護者からの評価 

 

⑵ １年間の流れ 

  教師は学習等でお世話になる機会を生かして、学校が地域の方にお世話になっていることを児 

 童に働きかけていくことで、地域を愛する気持ちを育んでいく。教職員も日頃から「地域ととも 

 にある学校」という意識をもって保護者や地域の方に接していくことが大切である。 

  

４月 学校運営協議会 

授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会 

５月 自然体験  （１年・生活） 

まち探検  （２年・生活） 

農業体験  （２年・生活）（５年・総合） 

低学年の校外学習
を実施するにあた
り、保護者の協力
を得る。 

 

低学年の野菜の栽培
や高学年の稲作体験
において、地域の農家
の方に協力を依頼す
る。 
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学連携を推進する。校外学習
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部活動で校庭の使用
を許可している高校
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グ教室等を実施す
る。 
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の方とともに行う。お囃
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の一員としての自覚を
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この時期に開催され
る地域の防災訓練と
連携を図る。 
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↓ 社会科「火事からくらしを守る」 

 
 

 

 
 

 

               

               

                

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜体育科「タグラグビー」＞ 

＜社会科「火事からくらしを守る」＞ 

話し合い、学び合いの過程 

見通し 

学習課題の（設定）提示 

自力解決の過程 

まとめと振り返り 

 観点別学習状況の評価で捉

えた児童の姿は、学期末等に

総括する際の資料とするため

に記録に残すだけでなく、

日々の教師の授業改善につな

げるためにも生かしていく。

＜事例２＞　確かな学力の育成を目指した教育課程の事例
１　教育課程を編成する上での留意点
　 　確かな学力の育成を目指すためには、学校教育を通じて、確かな学力、豊かな心、健やかな体

の育成が相互に関連し合いながら、一体的に実現されるものであることに留意する必要がある。
　 　その際、確かな学力の育成に向けて、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善に努める

ことが大切である。
　 　そして、県学調及び全国学力・学習状況調査を活用し、カリ

キュラム・マネジメントを意識した教育課程を編成する必要が
ある。具体的には、以下のようなものがある。

　①学力向上の PDCA サイクルの確立
　②効果のあった取組の把握
　③コバトンのびのびシート、復習シート、コバトン問題集の活用

２　教育課程を評価する上での留意点　
⑴　主体的・対話的で深い学びの実現のために（校内で取り組む授業改善）

　「『主体的・対話的で深い学び』の実現 ６則（P328参照）」及
び「私の学校・学級ではこんな取組が効果的でした（P329参
照）」を参考に授業改善を進めていく。
　校内に若手が多い場合には、左の資料を参考にしながら授業の
基本的な流れを「例：個人→グループ→学級全体→個人」とし、
校内で共通理解を図ることも考えられる。
　なお、「まとめ」は学級の共通理解事項として、本時の課題に
正対した形とする。そして、「振り返り」は、児童が個々に行う
ことであり、教師が身に付けさせたいことが児童の学んだことと
して意識されることが大切である。加えて、次につながる新たな
問題や疑問も書かせたい。

⑵　県学調の結果の分析を基にした授業改善
　 　県学調の結果を基に、学校で分析・改善策の検討を行う。検討は全職員で行い、分析・改善策

を２学期以降の授業改善に生かしていく。（P11県学調等の評価結果を基にした教育課程の改善
参照）特に効果のあった取組の明確化と共有化を図る。

⑶ 組織力の向上 

  確かな学力の育成のためには、組織的な取組が不可欠である。そのためには、目標を共有し、  

 協働体制を構築することが大切である。また、日々の授業改善に努めるとともに、教職員間の同 

 僚性を高める取組を行いたい。同僚性とは授業を軸としたものであり、授業を見合い、授業につ 

 いて意見交換し、授業力向上のため、切磋琢磨できる環境づくりを学校全体で推進していく必要 

 がある。その際には、「『授業力』自己診断シート（P330～332 参照）」を活用するとよい。 

 

３ 県学調等の結果を基にした教育課程の改善 

  全体計画、年間指導計画の作成においても、PD 
 CA サイクルを基にした検証改善サイクルを取り入 
 れたものにしていく。（P４参照） 

 まず、一人一人を確実に伸ばすためには実態把握 
を早期に行うことが重要である。「コバトンのびの 
びシート」の活用や県学調の結果の分析など、２学 
期以降の指導に生かせるような計画立案をしていき 
たい。それ以外にも、年間を通して「復習シート」 
や「コバトン問題集」に取り組めるよう計画を立て 
ていく。 

  その上で、主体的・対話的で深い学びの実現を目 
 指した授業改善を進めて、児童一人一人を確実に伸 
 ばせるような全体計画、年間指導計画を各学校で作 
 成していく。指導の工夫としては、KJ 法や X チャー 

 ト等の活用などがある。効果のあった取組を学校全 

 体で共有していく。 

＜KJ 法での意見分類＞    ＜X チャート＞ 
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 計画の遂行に関しては、年度当初に、教 
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価・改善し、次年度へも引き継げるように、資 

料として残していく必要がある。この一連 

のＰＤＣＡサイクルを意識した授業改善を 

システム化して行うことが大切である。 

全体計画や年間指導計画の作成においても PDCA
を基にした検証サイクルを取り入れていく。 

P 
 
 
D 
 
 

C 
 
 
A 

県学調の分析を基に、 
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＜事例３＞　豊かな心の育成を目指した教育課程の事例
１　教育課程を編成する上での留意点
　 　豊かな心を育む教育を推進していくためには、体験や集団での活動等を通して、自己や他者の

よさを知り、好ましい人間関係を形成することが必要である。その人間関係を築くためには、相
手の気持ちを考えた言動や行動が大切であるという理解だけではなく、実際に、互いを認め合え
る共感的な雰囲気が浸透する学校・学級で生活することが大切である。

　 　特別活動や道徳教育を中心としながら、そのような雰囲気の中で生活することを通して、児童
は相手の気持ちを考えた言動や行動を身に付けていくことができると考える。

⑴　学級では、以下のような取組を重視していくことで、互いを認め合える共感的な雰囲気をつく
　っていくことができる。

⑵ 　学校や学年においては、道徳教育推進教師や特別活動主任が中心となり、以下のような取組を
通して互いを認め合える共感的な雰囲気が浸透する学校をつくっていくことができる。 

　 　日常生活の関わりの
中で、児童の実態を日
常生活の中で把握して
おくことは、必要である。

　 　定期的な把握の方法
の一つとして、「なかよ
しアンケート」を実施す
ることがある。この方法
は、把握するのに効果
的であるだけでなく、
児童に「先生は自分た
ちのことを見てくれてい
る」という安心感を与
えられるという効果も期
待できる。
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＜学校独自で作成したアンケートの例＞ 

豊かな心の育成を目指した取組について 

 
評価項目例 

自己評価 

（教員） 
保護者 

学校応援団 

地域 

① 学校は、家庭・地域等と連携して、規範意識を向上させるための

取組を推進している。 
Ａ Ｂ Ｂ 

② 学校は、勤労・生産体験を通して、豊かな人間性や社会性を育む

取組を推進している。 
Ｂ Ａ Ａ 

③ 学校は、異年齢集団の関わりを深める取組を推進している。 

 
Ｃ Ｂ Ｂ 

④ 学校は、豊かな感性や情操を育成するための取組を推進してい

る。 
Ｂ Ｃ Ｂ 

⑤ 学校は、教師が一体となって、望ましい人間関係を育成するため

の取組を推進している。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

     

 

 

 

【評価結果を基に見直した年間計画の例】「豊かな心を育むための取組」（第６学年） 

月 
学校行事 

児童会活動等 

職員会議 

研修会 

ＰＴＡ 

地域連携 
各教科等の学習計画 

４

月 

始業式 

入学式 

１年生を迎える会 

たてわり活動始めの会 

学校長経営方針 

いじめ防止マニュア

ルの確認 

要配慮児童の確認 

一斉下校 

登校指導 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｂ 親切，思いやり（道徳） 

たてわり活動に向けて（特別活動） 

ケータイ・ネット教室（特別活動） 

５

月 

たてわり遊び① 

中学校吹奏楽部に

よるふれあいコン

サート 

要配慮児童に関する

研修 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト） 

中学校生徒会

との挨拶運動 

土曜公開日 

ＰＴＡ合同除

草作業 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ａ 正直，誠実（道徳） 

防犯教室（特別活動） 

修学旅行に向けて（特別活動） 

６

月 

たてわり給食① 

修学旅行（６年） 

市内球技大会 

 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト）の分析・集計 

地区懇談会 

お父さんの会

イベント 

 

おすすめの本を紹介する（国語） 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

和楽器鑑賞（音楽） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｄ 生命の尊さ（道徳） 

     

 

Ｃ評価の場合、新たな手立てを講じ、年間計画

に反映させる。 

評価項目は、特別活動等の評価規準や児童

の実態を参考にしながら設定する。 

 「中学校吹奏楽部によるふれあいコンサート」と「たてわり給食」は、２の評価項目「③異年齢集団

の関わりを深める取組」と「④豊かな感性や情操を育成するための取組」の結果がＣだったことを受け

て設定している。 

 評価を受けて、新たに取り組む内容については、斜体にする等の変化を加えることで、前年度からの

変更点が分かるようにしておくとよい。 

豊かな心の育成を目指した取組について 

 
評価項目例 

自己評価 

（教員） 
保護者 

学校応援団 

地域 

① 学校は、家庭・地域等と連携して、規範意識を向上させるための

取組を推進している。 
Ａ Ｂ Ｂ 

② 学校は、勤労・生産体験を通して、豊かな人間性や社会性を育む

取組を推進している。 
Ｂ Ａ Ａ 

③ 学校は、異年齢集団の関わりを深める取組を推進している。 

 
Ｃ Ｂ Ｂ 

④ 学校は、豊かな感性や情操を育成するための取組を推進してい

る。 
Ｂ Ｃ Ｂ 

⑤ 学校は、教師が一体となって、望ましい人間関係を育成するため

の取組を推進している。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

     

 

 

 

【評価結果を基に見直した年間計画の例】「豊かな心を育むための取組」（第６学年） 

月 
学校行事 

児童会活動等 

職員会議 

研修会 

ＰＴＡ 

地域連携 
各教科等の学習計画 

４

月 

始業式 

入学式 

１年生を迎える会 

たてわり活動始めの会 

学校長経営方針 

いじめ防止マニュア

ルの確認 

要配慮児童の確認 

一斉下校 

登校指導 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｂ 親切，思いやり（道徳） 

たてわり活動に向けて（特別活動） 

ケータイ・ネット教室（特別活動） 

５

月 

たてわり遊び① 

中学校吹奏楽部に

よるふれあいコン

サート 

要配慮児童に関する

研修 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト） 

中学校生徒会

との挨拶運動 

土曜公開日 

ＰＴＡ合同除

草作業 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ａ 正直，誠実（道徳） 

防犯教室（特別活動） 

修学旅行に向けて（特別活動） 

６

月 

たてわり給食① 

修学旅行（６年） 

市内球技大会 

 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト）の分析・集計 

地区懇談会 

お父さんの会

イベント 

 

おすすめの本を紹介する（国語） 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

和楽器鑑賞（音楽） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｄ 生命の尊さ（道徳） 

     

 

Ｃ評価の場合、新たな手立てを講じ、年間計画

に反映させる。 

評価項目は、特別活動等の評価規準や児童

の実態を参考にしながら設定する。 

 「中学校吹奏楽部によるふれあいコンサート」と「たてわり給食」は、２の評価項目「③異年齢集団

の関わりを深める取組」と「④豊かな感性や情操を育成するための取組」の結果がＣだったことを受け

て設定している。 

 評価を受けて、新たに取り組む内容については、斜体にする等の変化を加えることで、前年度からの

変更点が分かるようにしておくとよい。 
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＜事例３＞　豊かな心の育成を目指した教育課程の事例
１　教育課程を編成する上での留意点
　 　豊かな心を育む教育を推進していくためには、体験や集団での活動等を通して、自己や他者の

よさを知り、好ましい人間関係を形成することが必要である。その人間関係を築くためには、相
手の気持ちを考えた言動や行動が大切であるという理解だけではなく、実際に、互いを認め合え
る共感的な雰囲気が浸透する学校・学級で生活することが大切である。

　 　特別活動や道徳教育を中心としながら、そのような雰囲気の中で生活することを通して、児童
は相手の気持ちを考えた言動や行動を身に付けていくことができると考える。

⑴　学級では、以下のような取組を重視していくことで、互いを認め合える共感的な雰囲気をつく
　っていくことができる。

⑵ 　学校や学年においては、道徳教育推進教師や特別活動主任が中心となり、以下のような取組を
通して互いを認め合える共感的な雰囲気が浸透する学校をつくっていくことができる。 

　 　日常生活の関わりの
中で、児童の実態を日
常生活の中で把握して
おくことは、必要である。

　 　定期的な把握の方法
の一つとして、「なかよ
しアンケート」を実施す
ることがある。この方法
は、把握するのに効果
的であるだけでなく、
児童に「先生は自分た
ちのことを見てくれてい
る」という安心感を与
えられるという効果も期
待できる。

 ＜事例３＞ 豊かな心の育成を目指した教育課程の事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 

   豊かな心を育む教育を推進していくためには、体験や集団での活動等を通して、自己や他者の

よさを知り、好ましい人間関係を形成することが必要である。その人間関係を築くためには、相

手の気持ちを考えた言動や行動が大切であるという理解だけではなく、実際に、互いを認め合え

る共感的な雰囲気が浸透する学校・学級で生活することが大切である。 

   特別活動や道徳教育を中心としながら、そのような雰囲気の中で生活することを通して、児童

は相手の気持ちを考えた言動や行動を身に付けていくことができると考える。 

 

⑴ 学級では、以下のような取組を重視していくことで、互いを認め合える共感的な雰囲気をつく 

 っていくことができる。 

① 清掃などの当番活動や係活動の 

 取組 

 

② 学校全体で行う道徳教育の要と  

 なる特別の教科 道徳 

 

 

 

③ 各教科の特質に応じた道徳教育  

 の内容を教科等横断的に実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 学校や学年においては、道徳教育推進教師や特別活動主任が中心となり、以下のような取組を 

通して互いを認め合える共感的な雰囲気が浸透する学校をつくっていくことができる。  

① 規範意識を向上させる取組 

 （近隣中学校等とのあいさつ運動等） 

 

 

 

 

 

 

 

② 勤労生産・奉仕的行事の取組 

（学校ファーム等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 異年齢集団による取組 

（たてわり活動等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教員、保護者、学校応援

団、地域による評価を学

校運営協議会などの場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校独自で作成したアンケートの例＞ 

日常生活の関わりの

中で、児童の実態を常に

把握しておくことは、必

要である。 

定期的な把握の方法

の一つとして、「なかよ

しアンケート」を実施す

ることがある。この方法

は、把握するのに効果的

であるだけでなく、児童

に「先生は自分たちのこ

とを見てくれている」と

いう安心感を与えられ

るという効果も期待で

きる。 

 ＜事例３＞ 豊かな心の育成を目指した教育課程の事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 

   豊かな心を育む教育を推進していくためには、体験や集団での活動等を通して、自己や他者の

よさを知り、好ましい人間関係を形成することが必要である。その人間関係を築くためには、相

手の気持ちを考えた言動や行動が大切であるという理解だけではなく、実際に、互いを認め合え

る共感的な雰囲気が浸透する学校・学級で生活することが大切である。 

   特別活動や道徳教育を中心としながら、そのような雰囲気の中で生活することを通して、児童

は相手の気持ちを考えた言動や行動を身に付けていくことができると考える。 

 

⑴ 学級では、以下のような取組を重視していくことで、互いを認め合える共感的な雰囲気をつく 

 っていくことができる。 

① 清掃などの当番活動や係活動の 

 取組 

 

② 学校全体で行う道徳教育の要と  

 なる特別の教科 道徳 

 

 

 

③ 各教科の特質に応じた道徳教育  

 の内容を教科等横断的に実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 学校や学年においては、道徳教育推進教師や特別活動主任が中心となり、以下のような取組を 

通して互いを認め合える共感的な雰囲気が浸透する学校をつくっていくことができる。  

① 規範意識を向上させる取組 

 （近隣中学校等とのあいさつ運動等） 

 

 

 

 

 

 

 

② 勤労生産・奉仕的行事の取組 

（学校ファーム等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 異年齢集団による取組 

（たてわり活動等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教員、保護者、学校応援

団、地域による評価を学

校運営協議会などの場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校独自で作成したアンケートの例＞ 

日常生活の関わりの

中で、児童の実態を常に

把握しておくことは、必

要である。 

定期的な把握の方法

の一つとして、「なかよ

しアンケート」を実施す

ることがある。この方法

は、把握するのに効果的

であるだけでなく、児童

に「先生は自分たちのこ

とを見てくれている」と

いう安心感を与えられ

るという効果も期待で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校独自で作成したアンケートの例＞ 

豊かな心の育成を目指した取組について 

 
評価項目例 

自己評価 

（教員） 
保護者 

学校応援団 

地域 

① 学校は、家庭・地域等と連携して、規範意識を向上させるための

取組を推進している。 
Ａ Ｂ Ｂ 

② 学校は、勤労・生産体験を通して、豊かな人間性や社会性を育む

取組を推進している。 
Ｂ Ａ Ａ 

③ 学校は、異年齢集団の関わりを深める取組を推進している。 

 
Ｃ Ｂ Ｂ 

④ 学校は、豊かな感性や情操を育成するための取組を推進してい

る。 
Ｂ Ｃ Ｂ 

⑤ 学校は、教師が一体となって、望ましい人間関係を育成するため

の取組を推進している。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

     

 

 

 

【評価結果を基に見直した年間計画の例】「豊かな心を育むための取組」（第６学年） 

月 
学校行事 

児童会活動等 

職員会議 

研修会 

ＰＴＡ 

地域連携 
各教科等の学習計画 

４

月 

始業式 

入学式 

１年生を迎える会 

たてわり活動始めの会 

学校長経営方針 

いじめ防止マニュア

ルの確認 

要配慮児童の確認 

一斉下校 

登校指導 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｂ 親切，思いやり（道徳） 

たてわり活動に向けて（特別活動） 

ケータイ・ネット教室（特別活動） 

５

月 

たてわり遊び① 

中学校吹奏楽部に

よるふれあいコン

サート 

要配慮児童に関する

研修 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト） 

中学校生徒会

との挨拶運動 

土曜公開日 

ＰＴＡ合同除

草作業 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ａ 正直，誠実（道徳） 

防犯教室（特別活動） 

修学旅行に向けて（特別活動） 

６

月 

たてわり給食① 

修学旅行（６年） 

市内球技大会 

 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト）の分析・集計 

地区懇談会 

お父さんの会

イベント 

 

おすすめの本を紹介する（国語） 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

和楽器鑑賞（音楽） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｄ 生命の尊さ（道徳） 

     

 

Ｃ評価の場合、新たな手立てを講じ、年間計画

に反映させる。 

評価項目は、特別活動等の評価規準や児童

の実態を参考にしながら設定する。 

 「中学校吹奏楽部によるふれあいコンサート」と「たてわり給食」は、２の評価項目「③異年齢集団

の関わりを深める取組」と「④豊かな感性や情操を育成するための取組」の結果がＣだったことを受け

て設定している。 

 評価を受けて、新たに取り組む内容については、斜体にする等の変化を加えることで、前年度からの

変更点が分かるようにしておくとよい。 

豊かな心の育成を目指した取組について 

 
評価項目例 

自己評価 

（教員） 
保護者 

学校応援団 

地域 

① 学校は、家庭・地域等と連携して、規範意識を向上させるための

取組を推進している。 
Ａ Ｂ Ｂ 

② 学校は、勤労・生産体験を通して、豊かな人間性や社会性を育む

取組を推進している。 
Ｂ Ａ Ａ 

③ 学校は、異年齢集団の関わりを深める取組を推進している。 

 
Ｃ Ｂ Ｂ 

④ 学校は、豊かな感性や情操を育成するための取組を推進してい

る。 
Ｂ Ｃ Ｂ 

⑤ 学校は、教師が一体となって、望ましい人間関係を育成するため

の取組を推進している。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

     

 

 

 

【評価結果を基に見直した年間計画の例】「豊かな心を育むための取組」（第６学年） 

月 
学校行事 

児童会活動等 

職員会議 

研修会 

ＰＴＡ 

地域連携 
各教科等の学習計画 

４

月 

始業式 

入学式 

１年生を迎える会 

たてわり活動始めの会 

学校長経営方針 

いじめ防止マニュア

ルの確認 

要配慮児童の確認 

一斉下校 

登校指導 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｂ 親切，思いやり（道徳） 

たてわり活動に向けて（特別活動） 

ケータイ・ネット教室（特別活動） 

５

月 

たてわり遊び① 

中学校吹奏楽部に

よるふれあいコン

サート 

要配慮児童に関する

研修 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト） 

中学校生徒会

との挨拶運動 

土曜公開日 

ＰＴＡ合同除

草作業 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ａ 正直，誠実（道徳） 

防犯教室（特別活動） 

修学旅行に向けて（特別活動） 

６

月 

たてわり給食① 

修学旅行（６年） 

市内球技大会 

 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト）の分析・集計 

地区懇談会 

お父さんの会

イベント 

 

おすすめの本を紹介する（国語） 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

和楽器鑑賞（音楽） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｄ 生命の尊さ（道徳） 

     

 

Ｃ評価の場合、新たな手立てを講じ、年間計画

に反映させる。 

評価項目は、特別活動等の評価規準や児童

の実態を参考にしながら設定する。 

 「中学校吹奏楽部によるふれあいコンサート」と「たてわり給食」は、２の評価項目「③異年齢集団

の関わりを深める取組」と「④豊かな感性や情操を育成するための取組」の結果がＣだったことを受け

て設定している。 

 評価を受けて、新たに取り組む内容については、斜体にする等の変化を加えることで、前年度からの

変更点が分かるようにしておくとよい。 
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　則
＜事例３＞　豊かな心の育成を目指した教育課程の事例
１　教育課程を編成する上での留意点
　 　豊かな心を育む教育を推進していくためには、体験や集団での活動等を通して、自己や他者の

よさを知り、好ましい人間関係を形成することが必要である。その人間関係を築くためには、相
手の気持ちを考えた言動や行動が大切であるという理解だけではなく、実際に、互いを認め合え
る共感的な雰囲気が浸透する学校・学級で生活することが大切である。

　 　特別活動や道徳教育を中心としながら、そのような雰囲気の中で生活することを通して、児童
は相手の気持ちを考えた言動や行動を身に付けていくことができると考える。

⑴　学級では、以下のような取組を重視していくことで、互いを認め合える共感的な雰囲気をつく
　っていくことができる。

⑵ 　学校や学年においては、道徳教育推進教師や特別活動主任が中心となり、以下のような取組を
通して互いを認め合える共感的な雰囲気が浸透する学校をつくっていくことができる。 

　 　日常生活の関わりの
中で、児童の実態を日
常生活の中で把握して
おくことは、必要である。

　 　定期的な把握の方法
の一つとして、「なかよ
しアンケート」を実施す
ることがある。この方法
は、把握するのに効果
的であるだけでなく、
児童に「先生は自分た
ちのことを見てくれてい
る」という安心感を与
えられるという効果も期
待できる。

 ＜事例３＞ 豊かな心の育成を目指した教育課程の事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 

   豊かな心を育む教育を推進していくためには、体験や集団での活動等を通して、自己や他者の

よさを知り、好ましい人間関係を形成することが必要である。その人間関係を築くためには、相

手の気持ちを考えた言動や行動が大切であるという理解だけではなく、実際に、互いを認め合え

る共感的な雰囲気が浸透する学校・学級で生活することが大切である。 

   特別活動や道徳教育を中心としながら、そのような雰囲気の中で生活することを通して、児童

は相手の気持ちを考えた言動や行動を身に付けていくことができると考える。 

 

⑴ 学級では、以下のような取組を重視していくことで、互いを認め合える共感的な雰囲気をつく 

 っていくことができる。 

① 清掃などの当番活動や係活動の 

 取組 

 

② 学校全体で行う道徳教育の要と  

 なる特別の教科 道徳 

 

 

 

③ 各教科の特質に応じた道徳教育  

 の内容を教科等横断的に実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 学校や学年においては、道徳教育推進教師や特別活動主任が中心となり、以下のような取組を 

通して互いを認め合える共感的な雰囲気が浸透する学校をつくっていくことができる。  

① 規範意識を向上させる取組 

 （近隣中学校等とのあいさつ運動等） 

 

 

 

 

 

 

 

② 勤労生産・奉仕的行事の取組 

（学校ファーム等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 異年齢集団による取組 

（たてわり活動等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教員、保護者、学校応援

団、地域による評価を学

校運営協議会などの場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校独自で作成したアンケートの例＞ 

日常生活の関わりの

中で、児童の実態を常に

把握しておくことは、必

要である。 

定期的な把握の方法

の一つとして、「なかよ

しアンケート」を実施す

ることがある。この方法

は、把握するのに効果的

であるだけでなく、児童

に「先生は自分たちのこ

とを見てくれている」と

いう安心感を与えられ

るという効果も期待で

きる。 

 ＜事例３＞ 豊かな心の育成を目指した教育課程の事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 

   豊かな心を育む教育を推進していくためには、体験や集団での活動等を通して、自己や他者の

よさを知り、好ましい人間関係を形成することが必要である。その人間関係を築くためには、相

手の気持ちを考えた言動や行動が大切であるという理解だけではなく、実際に、互いを認め合え

る共感的な雰囲気が浸透する学校・学級で生活することが大切である。 

   特別活動や道徳教育を中心としながら、そのような雰囲気の中で生活することを通して、児童

は相手の気持ちを考えた言動や行動を身に付けていくことができると考える。 

 

⑴ 学級では、以下のような取組を重視していくことで、互いを認め合える共感的な雰囲気をつく 

 っていくことができる。 

① 清掃などの当番活動や係活動の 

 取組 

 

② 学校全体で行う道徳教育の要と  

 なる特別の教科 道徳 

 

 

 

③ 各教科の特質に応じた道徳教育  

 の内容を教科等横断的に実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 学校や学年においては、道徳教育推進教師や特別活動主任が中心となり、以下のような取組を 

通して互いを認め合える共感的な雰囲気が浸透する学校をつくっていくことができる。  

① 規範意識を向上させる取組 

 （近隣中学校等とのあいさつ運動等） 

 

 

 

 

 

 

 

② 勤労生産・奉仕的行事の取組 

（学校ファーム等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 異年齢集団による取組 

（たてわり活動等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教員、保護者、学校応援

団、地域による評価を学

校運営協議会などの場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校独自で作成したアンケートの例＞ 

日常生活の関わりの

中で、児童の実態を常に

把握しておくことは、必

要である。 

定期的な把握の方法

の一つとして、「なかよ

しアンケート」を実施す

ることがある。この方法

は、把握するのに効果的

であるだけでなく、児童

に「先生は自分たちのこ

とを見てくれている」と

いう安心感を与えられ

るという効果も期待で

きる。 

２　教育課程を評価する上での留意点
　 　教職員、保護者、学校応援団、地域による評価を学校運営協議会などの場で話し合い集約する。

その際、学校・保護者・地域による評価の項目を共通にすることで、より多角的な検証結果が得
られる。

３　評価結果を基にした、教育課程の改善
　 　ＰＤＣＡサイクルを基にした検証改善サイクルに留意する。特に、評価の段階で取組が不十分

であった項目（Ｃ評価）については、再度教職員間で練り直して次年度の年間計画に反映させて
いくことが必要である。

【評価結果を基に見直した年間計画の例】「豊かな心を育むための取組」（第６学年）

 

 

 

 

 

 

 

＜学校独自で作成したアンケートの例＞ 

豊かな心の育成を目指した取組について 

 
評価項目例 

自己評価 

（教員） 
保護者 

学校応援団 

地域 

① 学校は、家庭・地域等と連携して、規範意識を向上させるための

取組を推進している。 
Ａ Ｂ Ｂ 

② 学校は、勤労・生産体験を通して、豊かな人間性や社会性を育む

取組を推進している。 
Ｂ Ａ Ａ 

③ 学校は、異年齢集団の関わりを深める取組を推進している。 

 
Ｃ Ｂ Ｂ 

④ 学校は、豊かな感性や情操を育成するための取組を推進してい

る。 
Ｂ Ｃ Ｂ 

⑤ 学校は、教師が一体となって、望ましい人間関係を育成するため

の取組を推進している。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

     

 

 

 

【評価結果を基に見直した年間計画の例】「豊かな心を育むための取組」（第６学年） 

月 
学校行事 

児童会活動等 

職員会議 

研修会 

ＰＴＡ 

地域連携 
各教科等の学習計画 

４

月 

始業式 

入学式 

１年生を迎える会 

たてわり活動始めの会 

学校長経営方針 

いじめ防止マニュア

ルの確認 

要配慮児童の確認 

一斉下校 

登校指導 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｂ 親切，思いやり（道徳） 

たてわり活動に向けて（特別活動） 

ケータイ・ネット教室（特別活動） 

５

月 

たてわり遊び① 

中学校吹奏楽部に

よるふれあいコン

サート 

要配慮児童に関する

研修 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト） 

中学校生徒会

との挨拶運動 

土曜公開日 

ＰＴＡ合同除

草作業 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ａ 正直，誠実（道徳） 

防犯教室（特別活動） 

修学旅行に向けて（特別活動） 

６

月 

たてわり給食① 

修学旅行（６年） 

市内球技大会 

 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト）の分析・集計 

地区懇談会 

お父さんの会

イベント 

 

おすすめの本を紹介する（国語） 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

和楽器鑑賞（音楽） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｄ 生命の尊さ（道徳） 

     

 

Ｃ評価の場合、新たな手立てを講じ、年間計画

に反映させる。 

評価項目は、特別活動等の評価規準や児童

の実態を参考にしながら設定する。 

 「中学校吹奏楽部によるふれあいコンサート」と「たてわり給食」は、２の評価項目「③異年齢集団

の関わりを深める取組」と「④豊かな感性や情操を育成するための取組」の結果がＣだったことを受け

て設定している。 

 評価を受けて、新たに取り組む内容については、斜体にする等の変化を加えることで、前年度からの

変更点が分かるようにしておくとよい。 

豊かな心の育成を目指した取組について 

 
評価項目例 

自己評価 

（教員） 
保護者 

学校応援団 

地域 

① 学校は、家庭・地域等と連携して、規範意識を向上させるための

取組を推進している。 
Ａ Ｂ Ｂ 

② 学校は、勤労・生産体験を通して、豊かな人間性や社会性を育む

取組を推進している。 
Ｂ Ａ Ａ 

③ 学校は、異年齢集団の関わりを深める取組を推進している。 

 
Ｃ Ｂ Ｂ 

④ 学校は、豊かな感性や情操を育成するための取組を推進してい

る。 
Ｂ Ｃ Ｂ 

⑤ 学校は、教師が一体となって、望ましい人間関係を育成するため

の取組を推進している。 
Ｂ Ｂ Ｂ 

     

 

 

 

【評価結果を基に見直した年間計画の例】「豊かな心を育むための取組」（第６学年） 

月 
学校行事 

児童会活動等 

職員会議 

研修会 

ＰＴＡ 

地域連携 
各教科等の学習計画 

４

月 

始業式 

入学式 

１年生を迎える会 

たてわり活動始めの会 

学校長経営方針 

いじめ防止マニュア

ルの確認 

要配慮児童の確認 

一斉下校 

登校指導 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｂ 親切，思いやり（道徳） 

たてわり活動に向けて（特別活動） 

ケータイ・ネット教室（特別活動） 

５

月 

たてわり遊び① 

中学校吹奏楽部に

よるふれあいコン

サート 

要配慮児童に関する

研修 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト） 

中学校生徒会

との挨拶運動 

土曜公開日 

ＰＴＡ合同除

草作業 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ａ 正直，誠実（道徳） 

防犯教室（特別活動） 

修学旅行に向けて（特別活動） 

６

月 

たてわり給食① 

修学旅行（６年） 

市内球技大会 

 

学校生活アンケート

（なかよしアンケー

ト）の分析・集計 

地区懇談会 

お父さんの会

イベント 

 

おすすめの本を紹介する（国語） 

バスケットボール［市内球技大会に向けて］（体育） 

和楽器鑑賞（音楽） 

ボランティア活動をしよう（総合的な学習） 

Ｄ 生命の尊さ（道徳） 

     

 

Ｃ評価の場合、新たな手立てを講じ、年間計画

に反映させる。 

評価項目は、特別活動等の評価規準や児童

の実態を参考にしながら設定する。 

 「中学校吹奏楽部によるふれあいコンサート」と「たてわり給食」は、２の評価項目「③異年齢集団

の関わりを深める取組」と「④豊かな感性や情操を育成するための取組」の結果がＣだったことを受け

て設定している。 

 評価を受けて、新たに取り組む内容については、斜体にする等の変化を加えることで、前年度からの

変更点が分かるようにしておくとよい。 
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＜事例４＞　幼児期の教育との円滑な接続を目指した事例
１　教育課程を編成する上での留意点
　 　まず、小学校は「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」を手掛かりとして幼児期の教育における学びや発達
について理解し、接続期のカリキュラムを編成したり改善
したりすることが必要である。次に、円滑な接続に向けた
具体的な取組内容を検討する。幼小の交流等の活動につ
いては、負担が一部の学年や職員に偏ったり、慣例とし
て行われていることを理由に毎年内容を見直さなかったり
することがないように、留意することも必要である。

２　教育課程を評価する上での留意点
　 　まず、幼小の円滑な接続を目指し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と関連を考慮した、教

科等の学習につながる評価規準を設定することが大切である。次に、評価規準を基に児童がどのよう
に育っているかについて具体的な姿を評価する。また、評価については、幼児期の教育において育ま
れた資質や能力が、小学校で育成すべき資質や能力に接続するように留意する。

３　評価結果を基にした教育課程の改善
　 　まず、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた評価結果を基に、次年度に向けてより

よい接続の在り方を検討する。スタートカリキュラムは毎年同じではなく、児童の実態によって変わ
るものである。幼小で目指す幼児、児童像を共有し、具体的にどのような姿に育てたいかを考え、ス
タートカリキュラムを作成していく。

　 　次に、幼小が互いに改善を図りながら「接続のための連携・交流」を
組織的に行っていくことが重要である。また、継続して改善を行うには、
相互参観や合同研修、連携推進協議会等を年間を通して計画的に位置付
る必要がある。

 ＜事例４＞ 幼児期の教育との円滑な接続を目指した事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 

  まず、小学校は「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 
 を手掛かりとして幼児期の教育における学びや発達につい 
 て理解し、接続期のカリキュラムを編成したり改善したり 
 することが必要である。次に、円滑な接続に向けた具体的 
 な取組内容を検討する。幼小の交流等の活動については、 
 負担が一部の学年や職員に偏ったり、慣例として行われて 
 いることを理由に毎年内容を見直さなかったりすることが 
 ないように、留意することも必要である。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 教育課程を評価する上での留意点 

  まず、幼小の円滑な接続を目指し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と関連を考慮した、教

科等の学習につながる評価規準を設定することが大切である。次に、評価規準を基に児童がどのよう

に育っているかについて具体的な姿を評価する。また、評価については、幼児期の教育において育ま

れた資質や能力が、小学校で育成すべき資質や能力に接続するように留意する。 
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」との関連を考慮した接続のイメージ  

校 種 幼稚園等  小学校 
幼児期の終

わりまでに

育ってほし

い姿の例 

・やりたいことに向かって心と体を働かせている。 体育科の評価規準へ 
・仲間と関わりながら活動するよさを感じられる。  特別活動の評価規準へ 
・きまりがあることの大切さに気付けている。 特別の教科 道徳の評価規準へ 

３ 評価結果を基にした教育課程の改善 

 まず、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた評価結果を基に、次年度に向けてより

よい接続の在り方を検討する。スタートカリキュラムは毎年同じではなく、児童の実態によって変わ

るものである。幼少で目指す幼児、児童像を共有し、具体的にどのような姿に育てたいかを考え、ス

タートカリキュラムを作成していく。 
 
 
 
 
次に、幼小が互いに改善を図りながら「接続のための連携・交流」を 

組織的に行っていくことが重要である。また、継続して改善を行うには、 
相互参観や合同研修、連携推進協議会等を年間を通して計画的に位置付 
る必要がある。 

   
 

＜スタートカリキュラム作成のための配慮と工夫のポイント＞ 
○時間割の工夫 ○授業の工夫 ○人間関係の配慮 ○家庭との連携 

○きまりへの適応と安全への配慮 ○幼児期の経験を生かす配慮 

入
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学
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の
流
れ
（
例
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朝の時間～１時間目を使

い、人間関係を築きなが

ら安心して楽しく学校生

活を送れるような活動を

設定する。 

安心感を育む学習 

児童にとって必然性のある内容となるように、学習の配列を工夫する。 

児童の思いや願い

を大切にし、合科

的・関連的な指導を

行う生活科を中心

に学習を進める。 

生活科中心の学習 

学校生活に慣れてきた

頃から４５分の授業を

段階的に導入し、各教

科の学習を進めてい

く。 

（例）今年度のスタートカリキュラム 

○育てたい児童の具体的な姿(４月) 
・自分の名前をはっきり言える 
            （生活科） 
・話を最後まで聞ける  （国語科） 

教科等中心の学習 

できる児童が

多かった 

 園児に１年生の授業を見せることに重きを置いたが、交流が不足し

たため、次年度は１年生と園児が一緒に活動する時間を増やすように

改善することとした。 

（例）来年度のスタートカリキュラム 

○育てたい児童の具体的な姿(４月) 
・自分の思いや願いをはっきり言える 
             （生活科） 
・反応しながら最後まで聞ける 
             （国語科） 
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評価し、

改善へ 

スタートカリキュラム

で教科等の学習へ接続

 ＜事例４＞ 幼児期の教育との円滑な接続を目指した事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 

  まず、小学校は「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 
 を手掛かりとして幼児期の教育における学びや発達につい 
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 することが必要である。次に、円滑な接続に向けた具体的 
 な取組内容を検討する。幼小の交流等の活動については、 
 負担が一部の学年や職員に偏ったり、慣例として行われて 
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＜事例４＞　幼児期の教育との円滑な接続を目指した事例
１　教育課程を編成する上での留意点
　 　まず、小学校は「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」を手掛かりとして幼児期の教育における学びや発達
について理解し、接続期のカリキュラムを編成したり改善
したりすることが必要である。次に、円滑な接続に向けた
具体的な取組内容を検討する。幼小の交流等の活動につ
いては、負担が一部の学年や職員に偏ったり、慣例とし
て行われていることを理由に毎年内容を見直さなかったり
することがないように、留意することも必要である。

２　教育課程を評価する上での留意点
　 　まず、幼小の円滑な接続を目指し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と関連を考慮した、教

科等の学習につながる評価規準を設定することが大切である。次に、評価規準を基に児童がどのよう
に育っているかについて具体的な姿を評価する。また、評価については、幼児期の教育において育ま
れた資質や能力が、小学校で育成すべき資質や能力に接続するように留意する。

３　評価結果を基にした教育課程の改善
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よい接続の在り方を検討する。スタートカリキュラムは毎年同じではなく、児童の実態によって変わ
るものである。幼小で目指す幼児、児童像を共有し、具体的にどのような姿に育てたいかを考え、ス
タートカリキュラムを作成していく。

　 　次に、幼小が互いに改善を図りながら「接続のための連携・交流」を
組織的に行っていくことが重要である。また、継続して改善を行うには、
相互参観や合同研修、連携推進協議会等を年間を通して計画的に位置付
る必要がある。
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よい接続の在り方を検討する。スタートカリキュラムは毎年同じではなく、児童の実態によって変わ

るものである。幼少で目指す幼児、児童像を共有し、具体的にどのような姿に育てたいかを考え、ス

タートカリキュラムを作成していく。 
 
 
 
 
次に、幼小が互いに改善を図りながら「接続のための連携・交流」を 

組織的に行っていくことが重要である。また、継続して改善を行うには、 
相互参観や合同研修、連携推進協議会等を年間を通して計画的に位置付 
る必要がある。 

   
 

＜スタートカリキュラム作成のための配慮と工夫のポイント＞ 
○時間割の工夫 ○授業の工夫 ○人間関係の配慮 ○家庭との連携 

○きまりへの適応と安全への配慮 ○幼児期の経験を生かす配慮 
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児童にとって必然性のある内容となるように、学習の配列を工夫する。 

児童の思いや願い

を大切にし、合科

的・関連的な指導を

行う生活科を中心

に学習を進める。 

生活科中心の学習 

学校生活に慣れてきた
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科の学習を進めてい

く。 

（例）今年度のスタートカリキュラム 

○育てたい児童の具体的な姿(４月) 
・自分の名前をはっきり言える 
            （生活科） 
・話を最後まで聞ける  （国語科） 

教科等中心の学習 

できる児童が

多かった 

 園児に１年生の授業を見せることに重きを置いたが、交流が不足し

たため、次年度は１年生と園児が一緒に活動する時間を増やすように
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・反応しながら最後まで聞ける 
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で教科等の学習へ接続

 ＜事例４＞ 幼児期の教育との円滑な接続を目指した事例  

１ 教育課程を編成する上での留意点 
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＜事例４＞　幼児期の教育との円滑な接続を目指した事例
１　教育課程を編成する上での留意点
　 　まず、小学校は「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」を手掛かりとして幼児期の教育における学びや発達
について理解し、接続期のカリキュラムを編成したり改善
したりすることが必要である。次に、円滑な接続に向けた
具体的な取組内容を検討する。幼小の交流等の活動につ
いては、負担が一部の学年や職員に偏ったり、慣例とし
て行われていることを理由に毎年内容を見直さなかったり
することがないように、留意することも必要である。

２　教育課程を評価する上での留意点
　 　まず、幼小の円滑な接続を目指し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と関連を考慮した、教

科等の学習につながる評価規準を設定することが大切である。次に、評価規準を基に児童がどのよう
に育っているかについて具体的な姿を評価する。また、評価については、幼児期の教育において育ま
れた資質や能力が、小学校で育成すべき資質や能力に接続するように留意する。

３　評価結果を基にした教育課程の改善
　 　まず、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた評価結果を基に、次年度に向けてより

よい接続の在り方を検討する。スタートカリキュラムは毎年同じではなく、児童の実態によって変わ
るものである。幼小で目指す幼児、児童像を共有し、具体的にどのような姿に育てたいかを考え、ス
タートカリキュラムを作成していく。

　 　次に、幼小が互いに改善を図りながら「接続のための連携・交流」を
組織的に行っていくことが重要である。また、継続して改善を行うには、
相互参観や合同研修、連携推進協議会等を年間を通して計画的に位置付
る必要がある。
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るものである。幼少で目指す幼児、児童像を共有し、具体的にどのような姿に育てたいかを考え、ス

タートカリキュラムを作成していく。 
 
 
 
 
次に、幼小が互いに改善を図りながら「接続のための連携・交流」を 

組織的に行っていくことが重要である。また、継続して改善を行うには、 
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１　日本語指導について
⑴　特別の教育課程を編成する上での留意点
　 　まず、指導体制を考える上で、個の実態を踏まえるよう

にするため、地域のソーシャルワーカーやカウンセラー、
母語支援等の方々と定期的にケース会議を行う。

　 　その結果、例えば、日本語指導が必要な児童が、在籍
学級で各教科の指導を受けながら、「日本語指導と教科指
導の統合指導」を日本語指導担当教員から受けるなどの特
別の教育課程を編成することが考えられる。児童の実態に
合った十分な教育を受け、多様な個性を伸長できるよう留
意することが大切である。

⑵　評価する上での留意点
　 　学習の様子を連絡ノート等で在籍校と日本語指導担当教

員、家庭の３者が共有していく。また、小さな成果も認め
ることで本人の励みになるようにし、個性の伸長へとつな
げていく。　　

⑶　評価結果を基にした特別の教育課程の改善
　 　個別の指導計画に記載された事項を基にしながら「学校

教育におけるＪＳＬ（第２言語としての日本語）カリキュ
ラム」及び「外国人児童生徒のためのＤＬＡ（対話的アセ
スメント）」を活用・改善していく。（※ＪＳＬとＤＬＡは文
科省ＨＰでダウンロード可）

２　不登校児童対応の教育支援センター（適応指導教室）について
⑴　教育課程を編成する上での留意点
　 　当該児童が在籍する学校が、教育支援センターと連携し、組織的・計画的に教育課程を編成して

いく。その際には、不登校になったきっかけや理由について的確に把握することが求められるが、
ケースによっては在籍校の担任、教育支援センターの指導員、臨床心理士、スクールソーシャルワー
カー、自立支援士、民生委員等でチームを組み、把握をすることも考えられる。その後、把握した情
報を基にして、児童に合った支援が策定できるように留意す
る。なお、「児童生徒理解・支援シート」を作成する場合も
考えられる。

⑵　評価する上での留意点 
　 　不登校児童が教育支援センター等の学校外の施設におい

て指導を受ける場合、在籍校は教育支援センターと連携を
とって対応していくことになる。その学習内容が教育課程に
照らして適切と判断される場合は、「出席扱い」とみなして学
習評価の結果を指導要録等に記入したり、通知表等で本人
や保護者に伝えたりするなど、多様なニーズに対応できるよ
うにしていく。なお、評定等で評価できない場合には個人内
評価とする場合も考えられるため、児童や保護者に対し、学
習状況や評価の仕方等を事前に伝えておくことが必要である。

⑶　教育課程の改善
　 　細かな変容を見取りながら柔軟に対応し、児童が自らの進

路等を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指してい
けるような指導上の工夫をしていく。

　 　同時に、児童が不登校にならない、魅力ある学校づくりを目
指すとともに、いじめ、暴力行為、体罰等を許さないなど安心
して教育を受けられる学校づくりを推進することが重要である。

＜事例５＞ 　特別な配慮を必要とするなど課題を抱えた 
児童への対応例
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     児童への対応例 

１ 日本語指導について 

⑴ 特別の教育課程を編成する上での留意点 
まず、指導体制を考える上で、個の実態を踏まえるよう  

  にするため、地域のソーシャルワーカーやカウンセラー、  
 母語支援等の方々と定期的にケース会議を行う。 

その結果、例えば、日本語指導が必要な児童が、在籍学 
 級で各教科の指導を受けながら、「日本語指導と教科指導の 
 統合指導」を日本語担当指導教員から受けるなどの特別の 
 教育課程を編成することが考えられる。児童の実態に合っ 
 た十分な教育を受け、多様な個性を伸長できるよう留意す 
 ることが大切である。 
⑵ 評価する上での留意点 
  学習の様子を連絡ノート等で在籍校と日本語担当指導教 
 員、家庭の三者が共有していく。また、小さな成果も認め 

 ることで本人の励みになるようにし、個性の伸長へとつな 

 げていく。   

⑶ 評価結果を基にした特別の教育課程の改善 
  個別の指導計画に記載された事項を基にしながら「学校 
 教育におけるＪＳＬ（第２言語としての日本語）カリキュ 
 ラム」及び「外国人児童生徒のためのＤＬＡ（対話的アセ 
 スメント）」を活用・改善していく。（※ＪＳＬとＤＬＡは 
 文科省ＨＰでダウンロード可） 
２ 不登校児童対応の教育支援センター（適応指導教室）について 

⑴ 教育課程を編成する上での留意点 
  当該児童が在籍する学校が、教育支援センターと連携し、組織的・計画的に教育課程を編成して   
 いく。その際には、不登校になったきっかけや理由について的確に把握することが求められるが、   
 ケースによっては在籍校の担任、教育支援センターの指導員、臨床心理士、スクールソーシャルワ   
 ーカー、自立支援士、民生委員等でチームを組み、把握をすることも考えられる。その後、把握した 
 情報を基にして、児童に合った支援が策定できるように留意する。なお、「児童生徒理解・支援シート」 
 を作成する場合も考えられる。 
⑵ 評価する上での留意点  
  不登校児童が教育支援センター等の学校外の施設において 
 指導を受ける場合、在籍校は教育支援センターと連携をとっ 
 て対応していくことになる。その学習内容が教育課程に照ら 
 して適切と判断される場合は、出席扱いとみなして学習評価 
 の結果を指導要録等に記入したり、通知表等で本人や保護者 
 に伝えたりするなど、多様なニーズに対応できるようにして 

 いく。なお、評定等で評価できない場合には個人内評価とす 
 る場合も考えられるため、児童や保護者に対し、学習状況や 
 評価の仕方等を事前に伝えておくことが必要である。 
⑶ 教育課程の改善 
  細かな変容を見取りながら柔軟に対応し、徐々に学校生活 
 への適応を図っていけるような指導上の工夫をしていく。 
  同時に、児童が不登校にならない、魅力ある学校づくりを 
 目指すとともに、いじめ、暴力行為、体罰等を許さないなど 
 安心して教育を受けられる学校づくりを推進することが重要 
 である。 

「児童生徒理解・支援シート」の一部。他に、

学年別シートＡ・Ｂや協議シート等がある。 
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